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『
平
家
物
語
』

「
鵜
川
合
戦
」

• 

「
御
輿
振
」

は
じ
め
に

『平
家
物
語
』
で
は
、
清
盛
と
後
白
河
院
近
臣
の
対
立
の
勃
発
を
導
く
事
件
と

し
て
、
院
近
臣
の
西
光
親
子
の
横
暴
に
端
を
発
し
た
加
賀
白
山
末
寺
と
の
抗
争
を

描
く
。
以
降
、
加
賀
目
代
で
西
光
縁
者
の
師
恒
の
末
寺
焼
打
、
白
山
大
衆
の
蜂
起
、

同
社
神
輿
の
上
洛
、
更
に
白
山
の
本
寺
で
あ
る
叡
山
の
神
輿
を
担
い
だ
強
訴
を
、

後
二
条
閉
臼
の
神
罰
説
話
を
含
み
な
が
ら
長
々
と
述
べ
る
。
『
平
家
』
は
山
王
の

神
威
に
つ
い
て
強
調
す
る
事
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
肝
腎
の
事
件
の
展
開
に
つ
い

て
正
確
で
は
な
く
、
作
為
的
に
展
開
を
創
出
し
て
ゐ
る
と
の
鈴
木
彰
氏
の
指
摘
が

あ
る
。

筆
者
は
鹿
谷
の
変
の
展
開
を
検
討
し
た
拙
稿
に
於
い
て
、
加
賀
国
司
に
よ
る
別

件
の
日
吉
神
人
神
米
押
領
が
叡
山
強
訴
の
主
動
機
で
あ
り
、
ま
た
強
訴
を
過
激
化

さ
せ
た
事
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
際
、
白
山
事
件
全
体
の
展
開
に
つ
い
て
記
し
て

ゐ
た
史
料
『
日
吉
山
王
記
』
が
早
く
に
紹
介
さ
れ
て
ゐ
た
事
を
逃
し
て
ゐ
た
。
ま

た
こ
の
時
参
障
し
た
神
輿
が
諸
史
料
及
び
「
平
家
』
諸
本
間
で
相
違
す
る
現
象
に

つ
い
て
も
検
討
し
な
か
っ
た
。
こ
の
強
訴
に
つ
い
て
触
れ
た
諸
家
の
論
に
も
言
及

さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
柳
か
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

の
史
的
問
題
若
干

佐
々
木

キ己

一、

『
日
吉
山
王
記
』
か
ら
毘
た
白
山
事
件

覚

一
本
『
平
家
』
で
は
国
司
・
目
代
の
兄
弟
は
、
父
で
、
院
の
近
臣
西
光
法
師

の
権
威
を
笠
に
着
、
任
国
の
諸
領
を
停
廃
す
る
専
横
を
働
く
が
、
更
に
、

コ

ウ

ウ

ジ
ソ
ウ

目
代
下
着
の
は
し
め
、
国
持
の
へ
ん
に
、
鵜
河
と
云
山
寺
あ
り
、
寺
僧
と
も

ヲ

リ

フ

シ

ユ

ラ

ン

ニ

ウ

か
境
節
湯
を
わ
か
ひ
て
あ
ひ
け
る
を
、
乱
入
し
て
を
ひ
あ
け
、
わ
か
身
あ

ザ
ウ

ひ
、
雑
人
と
も
お
ろ
し
、
馬
あ
ら
ハ
せ
な
と
し
け
り
(
巻

一
「鵜
川
い
く

さ
」
、
屋
代
本
・
南
都
本
大
略
同
)

と
し
て
、
こ
れ
を
制
止
し
た
寺
僧
と
小
競
り
合
ひ
に
な
り
、
目
代
師
恒
は
一
旦
退

却
し
た
後
、
在
庁
を
率
し
て
同
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
と
す
る
。

確
か
に
四
月
六
日
の
院
宣
に
は
「
白
山
僧
侶
末
寺
焼
失
訴
事
」
と
あ
り
、
『
皇

代
暦
」
裏
書
で
は
、
「
叡
山
訴
事
者
、
依
白
山
加
賀
馬
場
住
僧
事
也
」
と
あ
る
が
、

「
山
門
職
訴
記
」
・
『
天
台
座
主
記
』
(
共
に
後
掲
)
で
は
「
白
山
」
を
焼
き
討
ち
し

た
と
し
、
「
顕
広
王
記
』
で
は

「
焼
払
白
山
神
領
在
家
」、

『
玉
葉
』
で
は

「
件
目

代
、
焼
払
彼
国
白
山
領
」
(
三
月
二
十
一
日
条
)
、
『
百
錬
抄
』
に
も
「
加
賀
守
師

高
目
代
焼
払
白
山
之
間
」
(
三
月
二
十
一
日
条
)
と
だ
け
あ
っ
て
、
紛
争
の
細
部

や
白
山
内
部
の
当
事
者
が
不
明
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
光
を
与
へ
る
史
料
が
あ
っ
た
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
教
林
文
庫

『
日
吉
山
王
記
」
で
あ
る
。
本
奥
書
は
康
永
元
年
十
月
と
あ
り
、
「
二
十
五
、

qa 
n
L
 

本
の
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社
頭
炎
上
事
」
の
記
事
に
、

後
醍
醐
院

元
徳
三
年
四
月
十
五
日
〔
庚
申
〕
祭
礼

当
御
代

暦
応
四
年
十
二
月
汁
七
日
〔
庚
申
〕
祭
礼

同
五
年
四
月
十
九
日
(
下
略
)

と
あ
る
の
が
最
終
記
事
で
あ
る
か
ら
、
暦
応
五
年
(
一
三
四
二
)
以
降
で
、
「
当

御
代
」
と
あ
る
か
ら
光
明
天
皇
の
在
位
の
問
(
一

三
三
六
j
四
八
)
の
成
立
か
。

内
容
は
日
士
口
社
の
諸
記
事
の
集
積
で
、
そ
の
二
十
三
「
四
月
御
祭
井
臨
時
祭
延
引

例
」
に
、
問
題
の
御
輿
振
の
記
事
が
あ
る
。

第
八
安
元
三
年
四
月
十
五
日
(
略
)

同
六
月
廿
八
日
〔
丙
申
〕
改
行
之
七
月
五
日
小
五
月
会

子
細
者
、
加
賀
面
目
代
氏
所
白
山
寺
領
a
温
泉
寺
住
侶
、

b

切
懸
公
事
之
問
、

寺
僧
等
依
元
先
例
、
不
可
勤
仕
云云
、
c

佑
件
別
所
、
目
代
焼
払
了
、

d

兼
又

称
兵
根
米
、
大
津
右
方
神
人
上
分
米
千
余
石
押
取
了
、
依
之
温
泉
寺
之
僧

侶
等
、
訴
白
山
、

e
又
白
山
寺
僧
奉
振
白
山
神
輿
、
訴
・甲
山
上
大
衆
、

i

右

〈
弘
ホ
V

方
神
人
山
門
ニ
訴
申
、
去
彼
剥
不
被
①
乱
返
者
不
可
勤
仕
神
事
云
一
去
、
依
之
山

上
騒
動
、
早
彼
国
司
師
高
被
放
遠
嶋
、
目
代
被
禁
獄
、
件
未
可
札
返
之
曲
、

令

奏

聞

之

処

、

E

目
代
許
可
被
流
罪
之
由
、
有
勅
許
、
余
事
無
裁

報
、
的
四
月
十
三
日
(
神
輿
迎
日
〕
、

h

八
王
子
・
客
人
・
十
禅
師
神
輿
入

洛
、
祇
園
社
奉
具
、

i

大
衆
令
参
閑
院
内
裏
、
二
条
西
洞
院
辻
奉
振
寄
之
問
、

J

内
大
臣
宗盛
郎
等
々
、
懸
出
之
問
、

三
騎
落
馬
、
其
中
忠
盛
息
、
自
馬
落
之

魁
、
大
衆
腰
切
了
、
馬
二
疋
切
散
撃
、
而
問
k

伊
藤
左
衛
門
尉
、

l

十
禅
師

神
輿
射
立
箭
、
八
王
子
駕
輿
丁
被
射
畢
、
預
法
師
死
去
一
子
、
大
衆
奉
②
附
御

輿
登
山
畢
、
八
王
子
・
客
人
・
十
禅
師
御
輿
祇
園
入
御
畢
祇
悶
別
当
澄悲也、

m
同

廿
一
日
如
訴
申
、
被
宣
下
畢
、
又
御
輿
奉
射
之
輩
六
人
禁
獄
、
又
可
被
造
替

神
輿
之
由
、
同
被
仰
下
畢
、
仰
祭
延
引
雫
戸
、
委
細
如神
輿僚記

(
①
双
厳
院
本

「札」、

②
双
厳
院
本

「拾」

)

本
文
の
波
線
部
は
意
味
不
明
で
、
誤
写
・
誤
読
が
想
定
さ
れ
、

j
で
内
大
臣

重
盛
を
誤
る
割
注
は
、
後
人
の
手
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
「
鵜
川
寧
」
よ
り

「
御
輿
振
」
に
到
る
事
件
に
つ
い
て
詳
し
い
記
事
が
載
る
の
で
あ
る
。

d
は
先
稿

に
指
摘
し
た
が
、
大
津
神
人
神
米
押
領
が
強
訴
の

一
因
で
あ
っ
た
事
を
記
し
て
、

「顕
広
王
記
』
・
『
天
台
座
主
記
』
に
同
じ
。
又

g
の
目
代
師
恒
に
流
罪
の
処
分
が

下
っ
た
と
あ
る
事
は
物
語
に
見
え
な
い
が
、
記
録
よ
り
確
認
出
来
る
か
ら
正
し
く
、

m
も
日
付
を
二
十
一
日
と
す
る
記
録
が
多
い
が
、

『仲
資
王
記
』
は
二
十
日
と
し

て
、
且
つ
記
事
の
内
容
に
は
間
違
ひ
無
い
か
ら
、
誤
り
と
す
る
必
要
は
な
い
。

i

で
大
衆
が
押
し
寄
せ
た
場
所
を
二
条
西
洞
院
と
す
る
が
、
『
愚
昧
記
』
四
月
十
三

日
条
に
「
神
輿
奔
置
二
条
町
辺
」
、
及
び
後
掲
『
続
左
丞
抄
』
波
線
の

「
二
条
北

西
洞
院
東
」
に
神
輿
が
振
り
棄
て
ら
れ
で
あ
っ
た
と
す
る
事
と
符
合
す
る
。
ま
た

官
兵
の
実
質
的
統
率
者
は
、
後
掲

『顕
広
王
記
』
及
び
『
愚
昧
記
」
四
月
十
五
日

条
よ
り
、
平
家
家
人
の
伊
藤
忠
景
と
確
認
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
「
日
吉
山
王
記
」

k
も
そ
れ
と

一
致
す
る
。
但
し
j
を
見
る
に
一
方
的
な
官
兵
の
弾
圧
と
す
る
『
平

家
』
と
も
異
な
り
、
平
家
側
の
突
発
的
な
行
動
と
被
害
を
記
す
点
、
他
史
料
に
比

べ
て
も
独
自
の
衝
突
の
経
過
で
あ
る
。
ー
で
死
人
の
出
た
事
は
諸
記
録
と
一
致
す

る
が
、
被
害
者
の
内
訳
は
一
致
せ
ず
、
「
神
人
宮
司
多
射
殺
サ
ル
」
(
屋
代
本
)
と

す
る

『平
家
』
と
は
異
な
る
。
従
っ
て
今
後
も
批
判
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
現

存
『
平
家
』
の
影
響
下
に
な
い
事
は
勿
論
、
鵜
川
合
戦
よ
り
御
輿
振
に
到
る
独
自

の
史
料
と
し
て
利
用
し
て
可
で
、

e
-
f
を
見
る
に
大
津
神
人
の
働
き
か
け
が
大

4
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衆
を
動
か
し
た
と
あ
る
事
は
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
特
に
注
目

す
べ
き
で
あ
ら
う
。

二
、
湧
泉
寺
と
温
泉
寺

そ
の

『日
吉
山
王
記
』
の
最
大
の
問
題
は
、
紛
争
の
原
因
と
白
山
側
の
当
事
者

の
寺
名
が
、

『平
家
』
と
異
な
る
事
で
あ
る
。

a
か
ら
す
る
と
対
立
は
国
司
側
の

公
事
賦
課
に
対
し
温
泉
寺
が
先
例
な
し
と
云
っ
て
拒
否
し
た
事
に
発
端
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
対
立
の
本
質
が
『
平
家
』
の
如
く
目
代
の
横
暴
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

国
司
、
更
に
は
後
白
河
院
政
の
収
奪
強
化
と
在
地
領
主
の
抵
抗
に
あ
る
と
梶
原
氏

論
・
浅
香
氏
論
に
指
摘
が
あ
る
が
、

『日
吉
山
王
記
』
は
端
的
に
そ
れ
を
証
す
る

も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

大
臣
の
猶
子
に
右
衛
門
権
佐
公
重
と
い
ふ
人
あ
り
て
、
紀
伊
国
の
宰
吏
た

〈営〉

り
、
目
前
田
懸
の
造
宮
役
を
、
当
寺
の
四
ケ
村
に
宛
催
さ
る
、
代
々
勅
免
あ

〈
よ
り
〉

る
に
仕
て
承
伏
せ
す
、
国
使
寺
中
に
乱
入
し
て
、
本
堂
を
始
て
諸
坊
ま
て
、

追
捕
す
る
事
了
ぬ
、
寺
家
訴
へ
申
と
い
へ
と
も
、
事
行
す
し
て
日
月
空
過
了

(
「
粉
河
寺
縁
起
』
「
徳
大
寺
左
大
臣
依
鎮
守
丹
生
明
神
崇
、
免
除
国
役
事
第

十
七
」
)

を
見
る
に
、
権
門
に
よ
る
在
地
寺
院
の
収
奪
が
暴
力
を
伴
な
ふ
事
、
対
し
て
寺
院

が
仏
罰
神
罰
を
強
調
す
る
事
は
当
時
必
ず
し
も
例
外
的
で
は
な
く
、
更
に

c
に
依

れ
ば
加
賀
日
代
側
の
焼
討
は
同
寺
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
別
所
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
梶
原
氏
論
の
通
り
、
現
存
『
平
家
」
を
見
る
眼
り
、
目
代
側
の
横
暴
が
強

調
さ
れ
て
ゐ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
b
に
よ
れ
ば
事
件
が
温
泉
寺
で
起
き
た
と
あ
る
事
が
、
物
語
の
成
立
・
展

聞
を
考
へ
る
上
で
看
過
出
来
な
い
問
題
を
提
起
す
る
。
前
掲
の
覚
一
本
で
は
寺
名

が
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
延
慶
本
で
は
、

{
安
一
万
)

同
三
年
八
月
二
、
白
山
ノ
末
寺
ニ
字
河
ト
云
山
寺
ニ
出
温
ア
リ
、
彼
ノ
湯
屋
ニ

目
代
カ
馬
ヲ
引
入
テ
湯
洗
シ
ケ
ル
ヲ

と
あ
っ
て
同
様
寺
名
は
明
記
し
な
い
が
、
温
泉
が
あ
っ
た
と
す
る
。
対
し
て
八
坂

本
「
平
家
」
に
は
、

国
府
の
辺
に
鵜
川
の
ゆ
せ
ん
寺
と
申
山
寺
あ
り

と
そ
の
寺
名
を
明
記
す
る
伝
本
が
あ
り
、
『
源
平
盛
衰
記
』
で
も
、

〈
ユ
セ
ン
シ
〉

白
山
中
宮
ノ
末
寺
ニ
湧
泉
寺
ト
云
寺
ア
リ
、
国
司
ノ
庁
ヨ
リ
程
近
キ
所
也
、

彼
山
寺
ノ
湯
屋
ニ
テ
、
目
代
カ
舎
人
馬
ノ
湯
洗
シ
ケ
リ
(
巻
四
「
湧
泉
寺
喧

嘩
」
、
〈
〉
は
蓬
左
本
・
松
井
本
の
読
み
仮
名
)

と
し
て
、
同
寺
を
白
山
中
宮
末
寺
と
す
る
が
、
温
泉
が
あ
っ
た
と
は
明
記
し
な
い
。

(
叩
)

そ
の
湧
泉
寺
は
、
長
寛
元
年
の
成
立
と
さ
れ
る
「
白
山
之
記
』
に
、
中
宮
入
院

の
一
と
し
て
揚
げ
ら
れ
、
鵜
川
の
所
在
で
加
賀
国
府
に
も
近
く
、
白
山
中
宮
の
神

輿
が
上
洛
し
た
と
す
る
記
事
(
覚
一
本
)
と
符
合
す
る
。
対
し
て

『日
吉
山
王

記
』
の
温
泉
寺
は
、
同
様
「
白
山
之
記
』
に
白
山
五
院
の
一
と
し
て
同
名
の
寺
が

見
え
る
が
、
現
在
の
加
賀
市
の
山
中
温
泉
の
薬
王
院
に
比
せ
ら
れ
る
か
ら
、
鵜
河

の
所
在
で
は
な
く
国
府
近
辺
と
な
ら
な
い
。
長
門
本
の
当
該
本
文
は
全
体
的
に
延

慶
本
に
近
い
が
、

同
二
年
八
月
に
、
白
山
末
寺
に
う
ん
せ
ん
寺
と
い
ふ
山
寺
に
い
て
ゆ
あ
り
、

か
の
湯
に
も
く
代
む
ま
を
ひ
き
入
て
あ
ら
ひ
け
る
を
(
巻
二
「
師
高
焼
払
温

泉
寺
事
」
)

と
あ
り
、
場
所
を
鵜
河
と
せ
ず
、
寺
名
を
「
う
ん
せ
ん
寺
」
と
し
て
、

静
録
』
に
も
、

戸
町
U

円ノ
μ

「
源
平
闘
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同
三
年
八
月
十
三
日
目
代
師
高
ト
与
白
山
ノ
末
寺
温
泉
寺
僧
徒
一
依
出
事
一
ヲ
、

従
国
方
-師
高
推
寄
テ
焼
二
払
温
泉
寺
之
坊
舎
一ヲ
、
仰
テ
白
山
衆
徒
同
年
ノ
冬
ノ

比
、
捧
テ
神
輿
一
ヲ
上
洛
シ
訴
一一
山
門
一
ニ
之
間

(
一
之
上
「
目
代
師
高
白
山
与

大
衆
起
争
事
」

)

と
温
泉
寺
と
す
る
が
、
所
在
地
を
言
及
し
な
い
。
四
部
合
戦
状
本
に
は
、

ウ
シ
セ
ン

ロ

イ

有
下
リ
白
山
末
寺
府
中
近
ク
温
泉
寺
云
山
寺
上
、
湯
河
云
フ
所
有
リ
出
湯

(巻

一

「
温
泉
寺
喧
嘩
事
」
)

コ

フ

ウ
ン

と
温
泉
寺
を
「
湯
河
」
在
と
し
、
八
坂
本
に
も
「
国
府
ノ
辺
ニ
温
泉
寺
ト
云
山
寺

ア
リ
」
(
両
足
院
本
)
・
「
か
ず
の
こ
う
の
へ
ん
に
う
川
の
う
ん
せ
ん
寺
と
申
山
寺

有
」
(
城
一
本
巻
一
つ
つ
か
わ
か
っ
せ
ん
」
)
と
し
て
、
鵜
川
に
温
泉
寺
が
あ
る
と

す
る
伝
本
も
存
在
す
る
が
、
従
来
、
「
温
泉
寺
は
湧
泉
寺
の
説
な
る
べ
し
」
と
さ

れ
、
延
慶
本
に
見
る
如
く
「
出
湯
」
か
ら
、
別
の
温
泉
寺
に
誤
っ
た
と
さ
れ
る
。

然
る
に
「
日
吉
山
王
記
』
が
正
し
い
と
す
る
と
、
温
泉
寺
と
す
る
本
文
に
古

態
の
可
能
性
が
浮
上
し
、
更
に
こ
れ
を
山
中
温
泉
の
同
名
の
寺
と
認
定
す
る
と
、

『平
家
』
で
鵜
川
よ
り
白
山
中
宮
へ
と
騒
擾
が
拡
大
し
て
行
く
と
す
る
白
山
内
部

の
展
開
が
、
史
実
と
異
な
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
長
門
本
で
も
後
に
、

神
輿
が
「
八
月
五
日
字
河
を
立
て
、
く
わ
ん
し
ゃ
う
寺
に
つ
き
給
」
と
の
本
文
が

あ
り
、
紛
争
地
が
鵜
川
で
あ
る
事
を
前
提
に
す
る
本
文
が
あ
る
か
ら
、
現
存
の
長

門
本
を
見
る
限
り
、
加
賀
市
の
温
泉
寺
を
指
し
て
古
態
で
あ
る
と
見
る
事
は
出
来

な
い
。
ま
た
前
述
し
た
通
り
、
現
存

『日
吉
山
王
記
』
の
粗
雑
な
本
文
か
ら
す
る

と
、
後
世
の
誤
写
・
改
変
の
可
能
性
、
更
に
は
湧
泉
寺
と
温
泉
寺
を
誤
解
し
た
可

能
性
を
否
定
出
来
な
い
の
だ
が
、
「
日
吉
山
王
記
」
、
更
に
は
「
平
家
」
の
「
温
泉

寺
」
は
、
抑
も
鵜
川
の
湧
泉
寺
を
指
す
可
能
性
を
指
摘
出
来
る
。

前
掲
の
四
部
本
や
、
両
足
院
本
の
「
皆
甲
三
百
余
騎
湯
河
ニ
押
容
テ
坊
舎
一
宇

モ
不
レ
残
焼
払
フ
」
で
は
、
鵜
川
を
温
河
(
ユ
カ
ワ
)
と
表
記
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、

『盛
衰
記
』
の
後
掲
の
院
宣
に
も
「
加
賀
国
温
河
焼
失
事
」

(巻
四
「
白
山
神
輿
登

山
」
)
・
米
沢
本
に
「
国
府
ノ
辺
ニ
温
川
ト
云
山
寺
ア
リ
」

(後
に
「
鵜
川
ニ
押
寄
テ」

と
も
)
と
あ
り
、
ユ
カ
ハ
と
読
む
と
思
は
れ
る
か
ら
、
温
泉
と
の
関
連
が
あ
る
訳

で
あ
る
。
目
下
、
鎌
倉
時
代
に
「
温
泉
」
を
「
ゆ
せ
ん
」
と
読
む
例
は
見
当
て
て

ゐ
な
い
か
ら
『
日
吉
山
王
記
』
の
「
温
泉
寺
」
を
「
ゆ
せ
ん
寺
」
と
読
ん
だ
と
は

出
来
な
い
。
し
か
し
在
地
で
は
湧
泉
寺
の
表
記
が
守
ら
れ
て
ゐ
た
に
し
ろ
、

『平

家
』
で
は
盛
衰
記
以
外
に
そ
の
表
記
を
見
な
い
か
ら
、
「
ゆ
せ
ん
じ
」
「
ゆ
か
は
」

の
音
(
前
掲
蓬
左
本
・
松
井
本

『盛
衰
記
』
・
奥
村
本
「
平
家
」
)
か
ら
、
『
日
吉

山
王
記
』
や
一
部

「平
家
』
の

「温
泉
寺
」
の
表
記
、
或
は
着
想
が
生
じ
た
の
で

は
な
い
か
。

先
の
延
慶
本
の

「出
温
」
は
長
門
本
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
文
脈
か
ら
「
い

で
ゆ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
「
温
」
を

「
ユ
」
と
訓
じ
た
例
は
多
い
。
東
大
寺
の

『東
南
院
文
書
』
で
は
同
寺
の
大
湯
屋

役
に
宛
て
る
所
領
の
寄
進
状
が
収
め
ら
れ
る
が
、

自
今
巴
後
、
以
件
田
壱
段
所
出
、
可
動
仕
両
月
大
温
屋
大
温
室
役
之
条
、
寄

進
如
件

(「
僧
良
久
東
大
寺
温
室
田
寄
進
状
」
、
永
治
元
年
八
月
)

と
あ
る
が
、
別
に
、

寄
進
大
湯
屋
温
室
田
事

(「
僧
慶
観
東
大
寺
温
室
田
寄
進
状
」
(
永
久
五
年

七
月
)

と
あ
り
、
「
温
屋
」
を
「
湯
屋
」
と
同
意
で
使
用
し
て
ゐ
る
。
同
一
文
書
の
中
で

は
、
『
園
林
寺
文
書
』
「
若
狭
園
林
寺
政
所
附
鐘
回
答
進
状
」
(
応
長
元
年
九
月
)
に
、

寄
進

二
十
八
所
社
附
鐘
田
事

合
壱
段
者
〔
在
所
秋
吉
名
内
中
口
面
、

一冗
湯
屋
田
〕

no 
n
L
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右
、
件
田
者
、
温
屋
己
無
形
之
問
、
多
年
徒
成
人
物
之
条
、
善
根
之
退
転
、

公
私
之
慨
怠
也
、
仰
為
天
地
長
久
、
将
亦
結
界
郡
類
為
滅
罪
生
善
、
寄
進
之

状
知
件

応
長
元
年
九
月
十
八
日
政
所
(
花
押
)
奉

と
あ
る
。
こ
れ
が
単
に
「
湯
屋
」
の
み
の
特
殊
な
誤
用
で
な
い
事
は
、
東
大
寺
領

(

回

)

{

叫

)

の
「
温
船
村
」
が
「
湯
松
・
王
瀧
両
村
」
と
も
表
記
さ
れ
る
事
、
越
後
白
河
庄
地

(

国

)

(

甜

)

頭
の
大
見
氏
の
代
々
の
譲
状
に
、
そ
の
内
部
の

「湯
川
条
」
が
「
温
川
条
」
と
も

表
記
さ
れ
て
ゐ
る
事
か
ら
も
確
認
出
来
る
。
何
よ
り
、

彼
処
温
屋
候
ハ
ぬ
ほ
と
に
、
是
僧
お
ハ
し
ま
し
候
か
、
温
を
た
て
冶
御
わ
た

り
侯
か
(
『
金
沢
文
庫
文
書
』
「
某
害
状
」
(
徳
治
三
年
)

と
あ
る
事
か
ら
す
る
と
、
「
温
」
の
字
と
「
湯
」
の
字
が
通
用
さ
れ
て
ゐ
た
と
判

断
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
両
字
が
似
る
事
も
無
関
係
で
は
無
い
と
思
ふ
が
(
従
っ
て
以
上
の

翻
刻
の
誤
り
の
可
能
性
も
あ
る
が
)
、

『色
葉
字
類
抄
」
に
は
「
温
泉
ュ
湯
泉
ュ
」

(
前
田
本
。
黒
川
本
・

『伊
呂
波
字
類
抄
』
同
)
・

『延
喜
式
』
「
神
名
帳
」
に
「
温

泉
神
社
」
(
摂
津
固
有
馬
郡
、
下
野
国
那
須
郡
、
陸
奥
田
玉
造
郡
、
岡
田
磐
城
郡
)
、

「
温
泉
石
神
社
」
(
陸
奥
国
玉
造
郡
)
、
「
温
泉
郡
」
(
伊
予
国
)
と
あ
り
、
温
泉
・
湯

泉
と
も
に
「
ゆ
」
と
訓
ま
れ
た
事
も
預
か
ら
う
。

抑
も
往
時
、
湧
泉
寺
に
温
泉
が
湧
い
て
ゐ
た
か
不
明
で
、

「日
吉
山
王
記
』
に

依
れ
ば
、
紛
争
に
目
代
の
湯
洗
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
無
い
か
ら
、
延
慶
本
・
長

門
本
・
四
部
本
で
出
湯
を
舞
台
と
す
る
事
自
体
、
物
語
作
者
の
机
上
の
結
構
の
可

能
性
を
指
摘
出
来
る
。
前
述
し
た
通
り
「
日
吉
山
王
記
」
の
単
純
な
誤
り
の
可
能

性
を
否
定
出
来
な
い
が
、
少
な
く
共
、
現
在
の
段
階
で
、
目
代
と
衝
突
し
た
の
が

山
中
温
泉
の
温
泉
寺
で
あ
る
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
へ
る
。

『
平
家
』
諸
本
の
異
同
に
つ
い
て

白
山
神
輿
の
登
山
と
日
吉
社
の
客
人
宮
と
の
対
面
に
つ
い
て
「
平
家
』

は
纏
々

述
べ
る
が
、

実
は
そ
の
後
の
同
神
輿
の
消
息
に
つ
い
て
、

一
切
言
及
し
な
い
。
神

輿
の
上
京
は
「
日
吉
山
王
記
』

e
及
び
『
百
錬
抄
』
一
一
一
月
二
十
一
日
条
よ
り
確
認

出
来
る
が
、
内
裏
強
訴
の
際
、
こ
の
白
山
神
輿
も
加
は
っ
て
ゐ
た
と
す
る

「平

家
』
が
あ
る
。
延
慶
本

「平
家
』
の
当
該
箇
所
を
引
け
ば
、

治
承
元
年
〔
丁
酉
〕
四
月
十
四
日
、
御
祭
ニ
テ
有
ヘ
カ
リ
ケ
ル
ヲ
大
衆
打

留
テ
、
同
十
三
日
辰
匙
ニ
、
衆
徒
日
吉
七
社
ノ
御
輿
l

【
、
同
】
八
王
子
・
客

七

人
・
十
禅
師
等
ノ
三
社
、

2

【山

一
社
】
ノ
神
輿
ヲ
陣
頭
へ振
下
タ
リ
、
師
高
ヲ
可

被
流
罪
一由
、
訴
申
サ
ン
ト
テ
、
西
坂
本
・
下
リ
松
・
切
堤
・
賀
茂
河
原
・

忠
須
・
梅
多
田

・
東
北
院
・
法
城
寺
ノ
辺
、
神
人
・
宮
仕
充
満
シ
テ
、

声
ヲ

上テ
3

{

ヲ
メ
キ
】
〔
町
フ
、
京
白
河
貴
賎
上
下
、
集
来
テ
、
奉
ル
拝
ン
之
一
ヲ
、

4

{
就
テ
其
一レ-一、

5

【
祇
薗
二
社
・
京
極
-
一
二
社
・
北
野
二
一
社
】
、
都
合
十
一

社
ノ
神
輿
ヲ
陣
頭
へ奉
ル振
一リ
、
其
時
ノ
皇
居
ハ
皇
内
裏
、
閑
院
殿
-Z
有
ケ
ル

ニ、

6

{
既
ニ神
瞬
、
」
一
一
条
烏
丸
、
室
町
辺
ニ7

【近
キ
御
ス
】
(
一
本
「
山
門
衆

徒
内
裏
へ
神
輿
振
奉
事
」
)

と
あ
る
2
は
、
意
味
不
明
で
あ
る
が
、
「
盛
衰
記
』
に
拠
れ
ば
、

治
承
元
年
四
月
十
三
日
辰
刻
ニ
、
山
門
大
衆
日
吉
七
社
ノ
神
輿
ヲ
奉
荘
、
根

本
中
堂
へ
振
上
泰
、
先
八
王
子
・
客
人
権
現
・
十
禅
師
三
社
ノ
神
輿
下
浩
ア

リ
、
白
山
早
松
ノ
神
輿
同
振
下
泰
、
大
山
獄
・
水
呑
・
不
動
堂
・
西
坂
本
・

下
松
・
伐
堤
・
梅
忠
・
法
城
寺
ニ
成
ケ
レ
ハ
、
祇
園
三
社
・
北
野
・
京
極
寺
、

末
社
ナ
レ
ハ
、
賀
茂
川
原
ニ
待
受
テ
、
カ
ヲ
合
テ
振
タ
リ
ケ
リ
、
東
北
院
ノ

辺
ヨ
リ
神
人
・
宮
仕
多
来
副
テ
、
手
ヲ
如
、
音
ヲ
調
テ
、
ヲ
メ
キ
叫
、
貴
賎

円

i
円
ノ
臼
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上
下
走
集
テ
、
之
ヲ
持
シ
奉
ル
、
法
施
ノ
声
声
響
天
、
財
施
ノ
産
米
地
ヲ
埋

タ
リ
、

一
条
ヲ
西
ヘ
ソ
入
セ
給
ケ
ル
、
マ
タ
朝
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
神
宝
日
ニ
耀

テ
、
日
月
地
ニ
落
給
ヘ
ル
カ
ト
覚
タ
リ
、
源
平
ノ
軍
兵
、
依
勅
命
、
四
方
ノ

陣
ヲ
警
固
ス
、
神
輿
、
堀
川
猪
熊
ヲ
過
サ
セ
給
テ
、
北
ノ
陣
ヨ
リ
達
智
門
ヲ

志
テ
ソ
、
フ
リ
寄
タ
テ
マ
ツ
ル

(巻
四
「
山
門
御
輿
振
」
)

を
見
る
に
「
白
山
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「日
吉
山
王
記
』

で
は
白
山
神
輿
の
参
陣
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
が
、
実
は
こ
の
時
の
参
陣
し
た
神

輿
と
そ
の
数
に
つ
い
て
、
物
語
諸
本
間
だ
け
で
は
な
く
、
史
料
の
問
で
差
異
が
あ

り
、
白
山
神
輿
の
参
陣
の
有
無
に
つ
い
て
も
区
々
で
あ
る
。

前
掲
の
延
慶
本
本
文
を
見
る
に
、
八
王
子
・
客
人
・
十
禅
師
は
日
吉
七
社
に
含

ま
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
併
置
す
る
の
が
不
審
。
仮
に
日
吉
七
社
に
八
・

客

・
十
の

三
社
を
含
め
、
或
は
又
は
別
に
し
て
も
神
輿
の
合
計
が
十
一
に
な
ら
な
い
点
で
も
、

延
慶
本
本
文
に
は
矛
盾
が
あ
る
事
に
な
る
。
岡
本
に
近
い
の
が
長
門
本
で
、
延
慶

本
と
の
主
な
異
同
を
挙
げ
れ
ば
、

1
「
を
か
き
り
奉
り
、
中
た
う
へ
ふ
り
あ
け
た
て
ま
つ
り
で
」
、

2
・3
ナ
シ

4
「
是
に
つ
、
き
て
」

5
「
き
を
ん
・
北
野
二
社
」

6
「
白
玉
・
金
鏡
・
緑
羅
・
紅
絹
を
か
き
り
奉
る
、
神
輿
あ
さ
日
の
光
に
か
主
や

き
て
、
日
月
の
地
に
お
ち
給
ふ
か
と
あ
や
ま
っ
、

一
条
を
西
へ
入
せ
給
ひ
け
る

か
、
十
せ
ん
し
の
御
こ
し
す
で
に
」

7
「や
つ
か
つ
か
せ
給
ひ
け
れ
は
」

と
あ
っ
て
、
白
山
神
輿
が
消
え
る
が
、
ー
で
は
七
社
を
山
上
に
振
り
上
げ
た
の
が

辰
魁
で
、
そ
の
中
の
三
社
が
入
洛
し
た
と
し
て
、
日
吉
七
社
と
三
社
を
並
列
す
る

関
係
の
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し

5
を
祇
園
一
、
北
野
二
で
合
計
三
社
、
或
は
祇

園

・
北
野
各

一
で
二
社
、
或
は
各
二
社
で
合
計
四
社
と
解
し
て
も
、

総
計
の
十
一

社
に
大
き
く
不
足
す
る
点
、
問
題
が
残
る。

そ
の
点
、

『盛
衰
記
』
で
は
、
日
吉

七
社
と
三
社
と
の
関
係
は
、
長
門
本
と
同
様
の
説
明
で
矛
盾
が
な
く
、
且
つ
神
輿

の
合
計
を
明
記
し
な
い
か
ら
、
他
の
二
本
に
比
し
て
最
も
整
合
的
で
あ
る
。

覚
一
本

『平
家』

に
よ
れ
ば
、

タ

ツ

テ

ン

ゼ

ン

ジ

マ

ラ

ウ

ト

ジ

ヤ

シ

ン

安
元
三
年
四
月
十
三
日
辰
の
一
点
に
、
十
禅
師
・
客
人
・
八
王
子
三
社
の
神

ヨ
カ
ザ
リ

ヂ
ン
ド
ク

ヅ

、
ミ

カ

モ

カ

ハ

ヲ

輿
貰
り
泰
て
、
陣
頭
へ
ふ
り
奉
る
、
さ
か
り
松
・
き
れ
堤
・

賀
茂
の
河
原
・

タ
J
Y

ス

ム

メ

ヤ

ナ
キ
ハ
ラ

ト
ウ
プ
ク
ヰ
ン

ジ
ン
エ
ン

ミ
ヤ

ジ

セ
ン
ダ
ウ

札
・
梅
た
ず
・
柳
原
・
東
福
院
の
辺
に
、
し
ら
大
衆
・
神
人
・
宮
仕
・
専
当

カ

ズ

シ

ン

ヨ

み
ち

J(Bて
、
い
く
ら
と
云
数
を
し
ら
ず
、
神
輿
は
一
条
を
西
へ
い
ら
せ
給

ふ
(
巻

一
「
御
輿
振
」

)

と
あ
り
、
日
吉
七
社
中
三
基
が
寄
せ
た
事
と
し
、
四
部
本
で
は
、

マ
ツ
リ

同
四
月
十
三
日
有
日
吉
御
祭
、
大
衆
打
留
、
同
日
辰
魁
計
リ
、
奉
一
一
振
下
リ
下

一シ
日
吉
御
輿
井
八
王
子

・
客
人
宮

・
十
禅
師
・

三
宮
御
輿
上
、
立
下
、
住
下フ
西

ッ
、
ミ

ホ
ト
リ

坂
本
・
下
リ
松
・
切
リ
堤
・
賀
茂
河
原
上
、
梅
田
・
東
北
院
・
法
城
寺
辺
、
神

人
・
宮
人
充
満
、
調
レ
へ声
喚
叫
フ
、
京
中
白
河
上
下
諸
人
来
集
、
奉
レ
拝
レ
之
、

へ

ツ

ヲ
ヒ
タ

声
々
相
続
ィ
テ
震
、
シ
、
二
条
西
へ
ソ
成
人
御
々
、
神
宝
耀
ニ
キ
朝
日
光
一、
日
月

ア
ヤ

落
レ
行
ヘ
ル
地
之
誤
マ
ツ
、
神
輿
近
付
セ
下
堀
河
猪
隈
辺
(
巻
一
「
御
輿
振
」

)

と
あ
り
、
洛
中
の
末
社
御
輿
の
参
降
、
及
、び
御
輿
の
合
計
に
付
い
て
言
及
し
な
い
。

三
宮
の
御
輿
が
他
本
に
見
え
ず
、
こ
れ
は

「三
社
」
を
誤
っ
た
可
能
性
が
考
へ

ら

れ
る
が
、
日
士
口
社
の
一
一
一

(四
)
基
の
み
が
入
洛
し
た
と
し
て
も
、
日
吉
御
輿
と
八

王
子
以
下
を
別
扱
ひ
に
す
る
過
ち
を
犯
す
点
、
延
慶
本
と
同
じ
で
あ
る
。

一
方
、

後
掲
の
宣
旨
で
は
「
今
月
十
三
日
叡
山
衆
徒
界
一一
キ
日
吉
制
副
社
感
神
院
等
御
輿

L

(
巻
一
「
師
高
流
罪
」
)
と
し
て
、
日
吉
七
社
の
参
陣
と
す
る
が
、
『
源
平
闘
静
録
」
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で
も
、

治
承
元
年
〔
丁
酉
〕
匝
月
一
円
ン
ヲ
有
日
士
口
御
祭
一
、
大
衆
打
留
之
一
ヲ
、
同
十
三

日
辰
ノ
魁
ニ
衆
徒
奉
捧
一
日
吉
七
社
御
輿
一
ヲ
参
向
陣
頭
一
ニ
(
一
之
上
「
山
門
大

衆
捧
神
輿
一
下
洛
事
」
)

と
、
当
該
本
文
が
他
本
と
大
き
く
異
な
る
が
日
吉
七
社
の
御
輿
が
参
浩
し
た
と
す
る
。

以
上
か
ら
主
要
諸
本
で
御
輿
の
数
、
名
称
が
区
々
で
あ
る
事
が
分
か
る
が
、
そ

の
合
計
が
整
合
的
な
「
盛
衰
記
』
が
古
態
で
、
長
門
本
が
こ
れ
に
続
き
、
日
吉
社

と
八
王
子
以
下
を
併
置
し
て
仕
舞
っ
た
延
慶
本
と
四
部
本
の
祖
本
の
順
に
、
崩
れ

て
行
っ
た
と
想
定
す
る
事
も
一
見
可
能
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
冨
倉
徳
次

郎
氏
が
指
摘
す
る
が
、
内
裏
は
延
慶
本
の
様
に
閑
院
殿
が
歴
史
的
に
正
し
く
、
二

条
を
経
路
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
(
四
部
本
・
屋
代
本
同
じ
)
、
延
慶
本

が
古
態
を
留
め
る
と
見
ら
れ
、
長
門
本
が
閑
院
殿
を
内
裏
と
し
な
が
ら
、
一
条
を

経
路
と
す
る
の
は
(
同
時
に
屋
代
本
が
大
内
と
し
な
が
ら
二
条
を
経
路
と
す
る
の

も
)
内
裏
を
閑
院
と
す
る
本
文
と
大
内
と
す
る
そ
れ
と
の
折
衷
本
文
の
可
能
性
が

想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古
態
本
文
が
必
ず
し
も
史
実
を
留
め
る
と
は
云
へ
な
い

が
、
神
輿
の
数
、
種
類
、
そ
の
動
静
に
つ
い
て
、
史
料
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
、
諸
記
録
か
ら
見
た
参
陣
神
輿

こ
の
時
の
強
訴
に
つ
い
て
言
及
す
る
同
時
代
の
日
記
に
は
、
「
玉
葉
』
・
『
愚
昧
記
』
・

『
顕
広
王
記
」
・
『
仲
資
王
記
』
が
残
る
。
比
較
的
詳
し
い
の
が
「
顕
広
王
記
』
で
、

振
神
輿
八
基
、
山
大
衆
群
参
、
是
為
訴
申
加
賀
田
司
師
隆
云
々
、
其
故
焼
払

白
山
神
領
在
家
、
兼
押
取
大
津
神
人
貯
物
二
千
余
石
云
々
、
仰
神
人
等
訴
申

本
山
、
随
大
衆
陣
参
之
処
、
付
武
士
等
於
陣
頭
、
被
射
払
了
、
神
輿
二
基
中

矢
〔
十
禅
師
・
京
極
寺
云
々
〕
、
伊
藤
左
門
忠
景
為
将
軍
云
々
、
此
事
日
来

沙
汰
也
、
依
院
宣
射
之
、
神
輿
奔
ニ
条
大
路
、
大
衆
帰
山
欺
(
四
月
十
一
一
一

日
条
)

と
あ
っ
て
神
輿
は
八
基
と
す
る
が
、
構
成
は
不
明
。

対
し
て
神
輿
は
七
基
で
あ
っ
た
と
す
る
史
料
が
あ
る
。

延
暦
寺
衆
徒
相
具
七
社
神
輿
参
内
、
欲
入
陣
中
之
問
、
武
士
相
防
、
流
矢
誤

中
十
禅
師
神
輿
、
未
曾
有
之
例
也
、
神
人
宮
仕
等
問
中
矢
亡
命
、
然
間
衆
徒

奔
神
輿
過
去
、
の
召
祇
園
別
当
隆
憲
可
奉
迎
神
輿
之
由
被
仰
下
、
臨
夕
、
祇

園
所
司
神
人
参
入
奉
迎
之
(
「
百
錬
抄
』
四
月
十
三
日
条
)

幸
4m-h~

、安
元
三
年
四
月
十
三
日
、
延
暦
寺
衆
徒
先
神
輿
七
基
〔
十
禅
客
八
王
子
祇
園

三
基
京
極
寺
等
也
〕
、
推
参
陣
頭
之
問
、
武
士
相
禦
中
矢
碩
命
二
人
、
被
庇

者
両
三
人
、
何
神
人
等
棄
置
神
輿
分
散

同
日
、
以
官
使
被
実
検
弄
置
神
輿
之
処
、
二
条
北
西
洞
院
東
所
在
神
輿
七

基
也
、
其
内
十
禅
師
神
輿
矢
一
筋
射
立
葱
花
下
云
(
『
続
左
丞
抄
』
二
一
所
収

「
安
元
三
年
日
吉
神
輿
入
洛
記
」
)

で
、
前
者
で
は
日
吉
七
社
の
如
く
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
そ
の
構
成
が
明
ら
か
に

な
る
。
後
者
の
日
吉
は
十
禅
師
・
客
人
・
八
王
子
の
三
基
で
、
残
り
が
祇
闘
三
基

と
京
極
寺
の
合
計
七
基
と
な
る
。
元
亨
三
年
二
月
、
祇
園
社
務
執
行
晴
顕
の
手
に

な
る
『
祇
園
社
記
』
一
「
神
輿
入
洛
之
時
造
替
例
」
で
も
、

一
、
安
元
二
年
四
月
十
三
日
〔
日
吉
三
基
/
八
客
十
〕
祇
園
神
輿
振
閑
院

内
裏
陣
頭
之
時

と
あ
っ
て
、
日
吉
三
基
の
入
洛
の
み
の
如
く
で
あ
る
が
、
次
い
で
、

同
六
月
六
日
〔
為
上
皇
御
沙
汰
〕
被
調
献
祇
園
三
基
神
輿
〔
泰
伊
豆
守
大
江
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通
資
調
進
之
〕

同
廿
二
日
、
被
調
献
七
社
井
京
極
寺
一
基
神
輿
〔
被
副
進
神
馬
〕

と
御
輿
修
理
の
記
録
が
あ
り
、
日
吉
三
基
と
祇
園
三
基
・
京
極
寺
一
基
の
合
計
七

基
が
参
陣
し
た
と
云
ふ
事
に
な
る
。
『
百
錬
抄
』
、
更
に
は
四
部
本
の
宣
旨
本
文
・

『
闘
誇
録
』
が
日
吉
七
社
と
す
る
の
は
、
末
社
を
含
め
た
七
基
の
誤
り
と
解
す
れ

ば
、
こ
れ
と
符
合
す
る
訳
で
あ
る
(
蓬
左
本
『
盛
衰
記
」
が
前
掲
延
慶
本
本
文
中
、

1
〈
〉
を
持
た
な
い
の
も
七
基
と
す
る
為
か
)
。

し
か
し
そ
の
構
成
と
数
が
異
な
る
史
料
が
あ
る
。『
山
門
殴
訴
記
』
は
、
大

外
記
中
原
師
香
の
勘
文
と
あ
る
が
、
同
人
は

「
外
記
補
任
』
応
安
元
年

ご
三
六
人
)
条
に
大
外
記
と
し
て
見
え
(
続
群
書
類
従
)
、
壬
生
本
「
中
原
系

図
』
に
は
「
嘉
慶
二
年

(
一
三
人
二
)
正
、
頓
死
」
と
あ
る
。
最
終
記
事
は
正
和

四
年
(
一

三

一
五
)
四
月
で
あ
る
が
、
或
は
応
安
元
年
(
一
三
七

O
)
八
月
、
同

二
年
七
月
、
同
七
年
六
月
に
日
吉
神
輿
が
入
洛
し
て
ゐ
る
か
ら
、
何
れ
か
の
折
の

勘
進
で
あ
ら
う
か
。
本
文
は
以
下
の
通
り
。

山
門
倣
訴
記
類

日吉入

2
自

大

外
記
師
香
筆

大
外
記
中
原
師
香
注
送
之

勘
カ

日
吉
神
輿
御
入
洛
間
例

(
中
略
)

ム
師
承
一
目

安
元
三
年
四
月
十
三
日
、
同
神
輿
三
基
、
白
山
・
祇
園
・
北
野
等
入
浩
、

是
依
訴
申
加
賀
目
代
焼
白
山
事
也
、
是
日
泰
渡
神
輿
於
祇
園
社
、
同
二
十

日
、
加
賀
守
師
高
解
官
配
流
尾
張
、
奉
射
神
輿
之
輩
六
人
禁
獄
、

と
あ
る
事
を
見
る
に
、
神
輿
は
六
基
以
上
。
日
吉
以
外
の
末
社
の
神
輿
の
中
、
白

山
・
北
野
が
「
続
左
丞
抄
』
・

『祇
園
杜
記
」
と
異
な
る
が
、
続
く
神
輿
修
理
記
事

を
見
る
に
、

六
月
五
日
神
輿
帰
座
本
社
、
同
二
十
二
日
、

神
輿
七
基
各
新
造
被
奉
献
之

〔
去
七
日
祇
園
三
基
被
新
調
之
云
々
〕

と
あ
っ
て
、
新
造
が
七
基
で
内
、
祇
園
が
三
基
と
あ
る
か
ら
、
白
山
・
北
野
を
加

へ
た
参
陣
神
輿
は
七
基
以
上
と
な
る
計
算
に
な
り
、
『
続
左
丞
抄
』
・
「
祇
園
社
記
」

と
食
ひ
違
ふ
事
に
な
る
。

然
る
に
白
山
御
輿
の
参
陣
を
伝
へ
る
史
料
が
今
一
つ
あ
る
。
『
天
台
座
主
記
』

(
五
十
五
世
「
明
雲
」
)
で
、

四
月
十
三
日
、
衆
徒
界
日
吉
八
王
子
・
客
人
・
十
禅
師
・
祇
園
・
京
極
寺
・

白
山
/
神
輿
、
参
閑
院
ノ
皇
居
ニ
、
為
ナリ
訴
へ
申
ス
加
賀
守
師
高
ヲ
也
、
目
代

モ
ロ
ツ
ネ

師
恒
焼
キ
失
ヒ
白
山
ヲ
押
取
スル
神
人
之
物
ヲ
故
ナ
リ
、
以
テ
官
兵
ヲ
防
禦
ス
ル
之
ヲ問、

流
矢
当
ル
十
禅
師
ノ
御
輿
ニ
、
又
神
人
宮
司
等
中
リ
矢
-て
或
ハ
碩
ン
命
ヲ
、
或
ハ

被
リ
庇
ヲ
避
ヶ
去
ル
、
衆
徒
奉
リ
棄
テ
神
輿
ヲ
帰
山
、
晩
ノ
頃
日
吉
祇
園
ノ
神
輿
ヲ
奉

ル
渡
シ
祇
国
一

同
十
四
日
、
大
宮
・
聖
真
子
・
三
宮
神
輿
ヲ
泰
ル
振
リ
上
ヶ
中
堂
ニ

同
十
七
日
、
蒙
リ
裁
許
ヲ
、
師
高
被
処
セ
流
罪
ニ
、
奉
ル
ノ
射
神
輿
ヲ
輩
六
人

禁
獄

同
廿
二
日
、
中
堂
安
置
ノ
神
輿
帰
座
本
社
ニ

(
中
略
)

〔六
月
}

同
五
日
、

三
社
ノ
神
輿
自
祇
園
、
奉
ル
迎
へ
本
社
ニ
、
中
堂
ノ
四
社
同
ク
奉
ル
下
ン

之

円

uqu 

と
あ
っ
て
、
日
吉
三
社
、
祇
園
・
京
極
寺
迄
は
『
続
左
丞
抄
』
・
『
祇
国
社
記
』
に

一
致
し
、
白
山
を
挙
げ
る
点
で
は
『
山
門
敗
訴
記
」
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
更

に
こ
れ
は
先
の
「
顕
広
王
記
』
が
神
輿
を
八
基
と
し
て
ゐ
た
事
と
符
合
す
る
事
に
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な
る
か
ら
、
訴
訟
の
本
来
の
当
事
者
で
あ
る
白
山
の
神
輿
参
陣
は
史
実
で
、
物
語

が
そ
れ
を
踏
ま
へ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

五、

『
平
家
物
語
』
の
典
拠
と
構
想

し
か
し
・
日
山
の
神
輿
が
参
陣
し
た
と
す
る
と
、
捨
て
置
か
れ
(
『
続
左
悉
抄
』
)
、

新
造
さ
れ
た
七
基
に
は
含
ま
れ
な
い
事
に
な
る
。
然
る
に
記
録
に
そ
の
旨
の
言
及

が
な
く
、
且
?
日
山
の
み
陣
に
振
り
捨
て
な
か
っ
た
と
す
る
史
料
も
目
下
、
見
当

て
て
ゐ
な
い
。
記
録
を
見
る
に
日
吉
三
社
は
共
通
し
て
も
末
社
に
つ
い
て
は
一
致

し
な
い
事
が
分
か
る
が
、
こ
れ
は
安
元
の
強
訴
に
限
ら
ず
、
南
北
朝
期
ま
で
の
参

陣
日
吉
神
輿
の
記
録
聞
の
相
違
に
つ
い
て
云
へ
る
事
で
あ
っ
た
(
論
末
「
平
安
鎌

倉
南
北
朝
期
日
吉
神
輿
参
浩
表
」
参
照
)
。

日
吉
三
社
の
み
の
参
障
と
す
る
屋
代
本
・
覚
一
本
・
南
都
本
は
最
も
史
実
よ
り

遠
い
が
、
『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
四
月
二
十
五
日
条
所
引
「
日
吉
神
輿
造
替
例

勘
文
」
に
、

安
元
三
年
四
月
十
三
日
三
社
神
輿
入
洛

同
六
月
廿
二
日
神
輿
七
基
新
造
奉
献

〔
上
皇
御
願
、
河
内
守
光
遠
造
進
之
〕

と
あ
り
、
年
代
記
『
年
号
次
第
』
に
も
、

(
安
元
)
三
年
四
月
十
三
日
、
依
白
山
訴
、
日
吉
三
社
御
輿
参
陣

と
あ
っ
て
、
日
吉
三
社
の
み
の
参
障
を
取
り
上
げ
る
文
献
も
あ
る
か
ら
、
同
様

の
文
献
に
依
拠
し
た
か
、
混
乱
の
多
い
末
社
を
略
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
或

は
『
闘
静
録
』
や
四
部
本
の
宣
旨
で
「
日
吉
七
社
」
の
参
障
と
す
る
の
は
、
正
に

「
百
錬
抄
』
と
同
じ
誤
解
で
、
そ
の
後
の
七
基
新
造
を
日
士
口
七
社
と
誤
解
し
た
か
、

嘉
応
元
年
十
二
月
の
強
訴
の
際
、
『
玉
葉
」
も
「
北
門
神
輿
奉
界
居
建
礼
門
壇
上

〔
七
社

・
祇
園
・
北
野
等
云
々
〕
」
(
二
十
三
日
条
)
と
誤
る
所
か
ら
す
る
と

(論

末
「
平
安
鎌
倉
南
北
朝
期
日
吉
神
輿
参
洛
表
」
参
照
)
、
日
吉
神
輿
全
体
の
参
障

と
誤
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

恐
ら
く
当
事
者
以
外
、
神
輿
の
判
別
は
困
難
で
、
諸
史
料
の
相
違
は
認
定
・

伝
聞
の
混
乱
を
反
映
す
る
の
だ
ら
う
。
従
っ
て
現
在
の
所
『
続
左
丞
抄
」
に
従

ひ
、
日
吉
三
社
、
祇
園
三
社
・
京
極
一
社
の
七
社
を
史
実
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

【町
)

『
平
家
』
諸
本
が
何
ら
か
の
典
拠
に
基
づ
い
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
更
に
物
語
が
そ

れ
を
独
自
の
判
断
で
改
変
す
る
事
も
あ
り
得
た
の
だ
ら
う
。
『
平
家
』
が
同
様
の

文
献
を
踏
ま
へ
た
可
能
性
、
更
に
は
白
山
訴
訟
と
云
ふ
理
路
か
ら
独
自
に
増
補
し

た
可
能
性
が
あ
る
と
、
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
『
平
家
」
の
古
態
、
及
び
諸
本
の
関
係
を
究
明
し
た
事
に
は
な
ら
な

い
が
、
延
慶
本
と
四
部
本
が
日
吉
七
社
と
参
陣
三
社
を
併
置
す
る
過
ち
を
犯
し
た

点
は
、
若
干
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。
『
皇
代
暦
』
「
高
倉
紀
」
を
見
る
に
、

(
安
元
)

同
三
年
四
月
十
三
日
、
叡
山
衆
徒
依
加
賀
国
司
師
高
井
西
光
入
道
訴
、
捧
具

日
吉
神
輿
下
洛
、
相
具
祇
園
三
社
京
極
寺
一
社
〔
日
吉
三
社
八
王
子
/
客
人

十
禅
師
)
弁
七
輿
寄
参
内
裏
〔
閑
院
)
、
官
兵
合
戦
、
奉
射
神
輿
、
終
中
矢

御
輿
華
、
大
衆
散
々
逃
去
帰
山
田
輩
、

其
間
日
記
在
別
、
依
之
日
吉
祭
延
引
畢

と
あ
る
。
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
の
翻
刻
で
は
、
〔
〕
の
割
注
部
分
の
中
、
波
線
部

分
が
聞
い
て
本
文
と
な
っ
て
ゐ
る
為
、
日
吉
社
に
つ
い
て
重
複
し
て
言
及
す
る

が
如
き
本
文
と
な
る
が
、
原
本
の
勧
修
寺
本
で
は
そ
の
不
都
合
は
な
い
。
然
る

に
『
自
主
代
暦
」
で
も
傍
線
の
「
井
」
は
四
部
本
と
同
じ
で
、
こ
れ
を
併
置
の
意
で

「
・
な
ら
び
に
」
と
読
め
ば
、
日
吉
の
三
社
と
末
社
の
祇
園
・
京
極
寺
の
四
社
の
他

に
七
社
の
参
陣
と
な
る
。
そ
の
場
合
四
部
本
・
延
慶
本
と
同
じ
過
ち
を
犯
し
た
事

に
な
り
、
両
文
献
の
一
致
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

唱
Eムη

d
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但
し

「皇
代
暦
』
本
文
が
誤
り
と
は
断
言
出
来
な
い
。

寧
ろ
併
置
と
読
む
と

『
皇
代
暦
」
の
参
陣
神
輿
は
十
一
社
以
上
と
な
り
、
果
た
し
て
他
の
七
社
に
何
を

想
定
出
来
る
の
か
が
不
審
で
あ
る
が
、

『色
葉
字
類
抄
』
下
に
は
「
井
」
に
「
ア

ハ
ス
・
ア
ハ
セ
テ
」
の
訓
が
あ
る
様
に
、
合
計
の
意
と
す
れ
ば
意
が
通
る
。
「
皇

代
麿
』
の
後
鳥
羽
紀
以
前
の
一
筆
部
分
に
同
様
の
用
例
は
無
い
が
、
例
へ
ば
古
文

書
に
は
圧
倒
的
に
併
置
の
用
法
が
多
い
の
だ
が
、

其
後
寺
家
長
保
三
四
寛
弘
六
七
八
井
五
箇
年
牒
状
所
載
回
数
、
或
十
八
町
余
、

或
十
九
町
余
也

(「
東
寺
文
書
』
「
太
政
宮
牒
」
、
永
久
二
年
十
一
月
、
「
平

遺
』

一
八
一

一)

ま
た
、

但
本
酒
免
田
者
三
段
也
、
於
所
用
者
、
八
十
人
色
衆
・
十
人
諸
司
・
冊
余

人
左
右
楽
人
弁
百
品
川
余
人
免
田
餐
前
之
上
、
僅
一
度
各
所
令
盛
、
不
足
不

可
称
計
(
『
吉
田
文
書
』
「
法
隆
寺
僧
等
解
」
、
天
治
元
年
十
二
月
、
『
平
遺
』

二
O
二
六
)

宇
品
れ
ん
、

困
惑
、
於
当
山
根
本
大
塔
、
昼
夜
不
断
、
可
勤
修
金
剛
胎
蔵
両
界
供
養
法
也
、

一
界
請
定
七
十
二
口
之
僧
侶
、
二
界
井

一
百
四
十
四
日
之
智
徳
、
時
時
結
番
、

孜
孜
匪
慨

(『
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
「
太
上
官
符
」
、
文
治
二
年
五
月
、

『鎌

遺
』

一
O
二
)

ま
た
、

請
被
蒙
国
恩
、
裁
免
直
川
保
河
南
島
久
重
名
内
松
門
名
畠
本
作
棄
作
一
町

余
、
開
発

一
町
余
、
常
荒
二
町
余
井
五
町
、
且
依
為
四
隣
牛
馬
放
喰
地
、
且

依
為
洪
水
深
底
朽
損
地
(
『
紀
伊
続
風
土
記
」
付
録

「来
栖
氏
文
書
』
「
紀
実

俊
申
文
」
承
安
四
年
十
二
月
、

『平
遺
』
三
六
七
O
)

ま
た
、

奉
模
写
素
紙
妙
法
蓮
華
経
百
部
八
百
巻
、
無
量
義
・
観
普
賢
等
経
各
百
巻

井
一

千
巻

(『春
華
秋
月
抄
』
十

一
「
近
衛
兼
経
願
文
」
、
寛
元
二
年
三
月
、

『
鎌
遺
』
六
二
八
五
)

ま
た
、

元
徳
参
正
慶
元
井
二
ヶ
年
召
米
結
解
事
(
『金
沢
文
庫
文
書
』
「
顕
瑞
知
行
分

召
米
結
解
状
」
正
慶
元
年
九
月
、

『鎌
遺
』
コ
二

八
五
三
)

と
、
合
計
の
意
の
用
法
が
あ
り
、
「
皇
代
暦
」
の
文
脈
も
合
計
と
読
め
ば
意
が
通

る
か
ら
で
あ
る
。

別
に
「
日
記
」
が
存
在
し
た
と
あ
る
も
の
の
、
当
該
箇
所
の
他
の
本
文
に
一
致

が
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
此
処
を

『皇
代
暦
』
と
『
平
家』

に
共
通
す
る
典
拠
本
文

と
す
る
事
は
容
易
に
は
出
来
な
い
。
た
だ
延
慶
本
・
四
部
本
本
文
を
誤
写
に
起
因

{印
v

す
る
と
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
が
依
拠
し
た
本
文
の
誤
読
に
起
因
す
る
可

能
性
が
あ
る
事
を
指
摘
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
七
社
神
輿
を
根
本
中
堂
に
振
り
上

げ
た
後
、

三
基
が
入
洛
し
た
と
あ
っ
て
問
題
は
な
い
盛
衰
記
・
長
門
本
が
後
出
に

な
る
。
確
か
に
建
保
六
年
の
強
訴
の
際
、

九
月
廿

一
日
寅
刻
、

泰
ル
振
リ
上
ヶ
七
社
ノ
神
輿
ヲ
於
中
堂
-て
其
ノ
内
界
キ
八
王

子
・
客
人
・
十
禅
師
、
祇
圏
三
社
、
北
野
・
京
極
寺
ノ
輿
ヲ
、
衆
徒
群
参
ス
閑

院
ノ
皇
居
ニ(『
天
台
座
主
記
』
「
七
十
二
世
承
円
」

)

と
、
七
社
を
根
本
中
堂
に
振
り
上
げ
た
後
、

一二
基
が
入
京
し
て
ゐ
る
例
が
幾
つ
か

あ
る
が
、
「
天
台
座
主
記
』
に
依
れ
ば
、
安
元
の
際
は
、
残
り
の
神
輿
四
(
三
)

基
が
中
堂
に
振
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
強
訴
の
後
で
あ
る
か
ら
、
両
本
は
先
行
本

文
の
不
都
合
を
合
理
的
に
改
変
し
た
と
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

知
上
の
古
記
録
類
を
見
る
に
、
強
訴
以
降
の
遺
棄
さ
れ
た
神
輿
の
祇
園
社
遷

ヮ“qa
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座
、
及
び
神
輿
新
造
と
そ
の
帰
座
迄
が
一
連
の
事
件
と
し
て
語
ら
れ
て
ゐ
た
。
対

し
て
現
存
「
平
家
』
を
見
る
限
り
、
祇
聞
社
遷
座
迄
で
、
白
山
神
輿
は
愚
か
、
そ

の
後
の
日
吉
神
輿
の
消
息
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
無

論
、
平
安
末
期
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
日
吉
七
社
の
構
成
に
つ
い
て
、
更
に
は
鎌
倉

時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
頻
発
し
た
日
吉
社
神
輿
入
洛
に
つ
い
て
、
物
語

の
(
改
)
作
者
の
知
識
が
十
分
で
な
か
っ
た
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る

が
、
強
訴
の
一
部
始
終
で
は
な
く
、
院
近
臣
が
引
き
起
こ
し
、
王
法
の
危
機
(
大

火
事
・
清
盛
の
弾
圧
)
の
大
事
件
に
繋
が
る
契
機
と
し
て
、
白
山
事
件
と
強
訴
を

位
置
付
け
よ
う
と
し
た
物
語
の
構
想
を
示
す
筈
で
あ
る
。
こ
れ
迄
、
白
山
事
件
の

物
語
内
部
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
先
学
に
よ
る
議
論
が
成
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
記

録
類
と
の
対
比
か
ら
梶
原
氏
論
の
通
り
、
白
山
事
件
は
『
平
家
』
の
構
想
の
内
に

あ
る
事
を
追
認
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

注

(
1
)
渥
美
か
を
る
氏

『軍
記
物
語
と
説
話
』
八
「
延
慶
本
平
家
物
語
に
見
る
山

王
神
道
の
押
し
出
し
」
(
昭
和
五
十
四
年
五
月
、
初
出
昭
和
五
十
年
八
月
)

(
2
)
鈴
木
彰
氏
「
平
家
物
語
の
展
開
と
中
世
社
会
』
第
一
部
第
一
編
第
一
章

「
〈
白
山
事
件
〉
の
創
出
l
文
書
の
活
用
|
」
(
平
成
十
八
年
二
月
、
初
出
向

十
四
年
一
月
)

(3)
「
語
ら
れ
な
か
っ
た
歴
史
l
『
平
家
物
語
』
「
山
門
強
訴
」
か
ら
「
西
光
被
斬
」

ま
で
!
」
(
「
文
学
』
二

O
O
二
年
七
・
八
月
号
、
平
成
十
四
年
七
月
)

(4)
①
梶
原
正
昭
氏
「
軍
記
文
学
の
位
相
』
「
「
平
家
物
語
』
の
一
考
察
l
「
鹿
の

谷
」
と
白
山
事
件
l
」
(
平
成
十
年
三
月
、
初
出
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
)
。
以

下
梶
原
氏
論
と
す
る
。
②
浅
香
年
木
氏

『治
承
・
寿
永
の
内
乱
論
序
説
』
第
二

編
第
一
章
「
堂
衆
・
神
人
集
団
の
反
権
門
闘
争
」
(
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
)
、

以
下
浅
香
氏
論
と
す
る
。
③
早
川
厚
一
氏
「
『
平
家
物
語
」
の
成
立
」
(
「
名
古

屋
学
院
大
学
論
集
人
文
・
自
然
科
学
編
」
二
十
四
ノ
一
、
昭
和
六
十
二
年

六
月
)
、
④
田
中
文
英
氏
「
平
氏
政
権
の
研
究
』
第
五
章
「
後
白
河
院
政
期
の

政
治
権
力
と
権
門
寺
院
」
平
成
六
年
六
月
、
初
出
昭
和
五
十
八
年
)
、
⑤
鷹
尾

純
氏
「
安
元
三
年
神
輿
振
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
(
今
成
元
昭
氏
編
『
仏
教
文
学

の
構
想
』
所
収
、
平
成
八
年
七
月
)
、
⑥
砂
川
博
氏
「
平
家
物
語
の
形
成
と
琵

琶
法
師
』
第
二
編
第
一
章
「
山
門
強
訴
事
件
」
(
平
成
十
三
年
十
月
、
初
出
向

六
年
九
月
)
⑦
高
橋
昌
明
氏
「
嘉
応
・
安
元
の
延
暦
寺
強
訴
に
つ
い
て
|
後
白

河
院
権
力
・
平
氏
お
よ
び
延
暦
寺
大
衆
|
」
(
河
音
能
平
氏
・
福
田
柴
次
郎
氏

編
「
延
暦
寺
と
中
世
社
会
」
所
収
、
平
成
十
六
年
六
月
)
、
@
美
濃
部
重
克
氏

「
『平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
換
験
的
文
学
〉
〈
隠
聡
的
文
学
〉
の
二
つ
の
表
情

|
こ
と
に
〈
隠
験
的
文
学
〉
巻
一
「
御
輿
振
」
か
ら
「
内
裏
炎
上
」
へ
の
展
開

i
」
(
「
年
報
中
世
史
研
究
』
一
二
十
、
平
成
十
八
年
五
月
)
、
以
下
、
美
濃
部

氏
論
と
略
。
⑨
河
内
祥
輔
氏
(
「
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』

E
「
治
承

元
年
事
件
お
よ
び
治
承
三
年
政
変
に
つ
い
て
」
、
平
成
十
九
年
六
月
)
、
⑩
川
合

康
氏
「
「
鹿
ケ
谷
」
事
件
考
」
(
「
立
命
館
文
学
』
六
二
四
、
平
成
二
十
四
年
一

月
)
、
⑪
美
濃
部
重
克
氏

『観
想
平
家
物
語
」
(
平
成
二
十
四
年
八
月
、
⑧
を
含

む
)
が
管
見
に
入
っ
た
。

(5)
覚
一
本
は
高
野
本
(
笠
間
書
院
の
影
印
)
に
よ
る
。
屋
代
本
は
貴
重
古
典

籍
叢
刊
の
影
印
、
南
都
本
は
汲
古
書
院
の
影
印
に
よ
る
。

(6)
『玉
葉
』
四
月
十
七
日
条
。
図
書
寮
叢
刊
の
九
条
家
本
の
翻
刻
に
よ
る
。

(7)
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
勧
修
寺
本
に
よ
る
。
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(
8
)
高
橋
昌
明

・
樋
口
健
太
郎
氏

「国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
顕
広
王
記
』

承
安
四
年
・
安
元
二
年
・
安
元
三
年
・
治
承
二
年
巻
」
(
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
一
五
三
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
)
の
翻
刻
に
よ
る
。
『
仲
資

王
記
』
十
三
日
条
に
「
白
山
料
」
と
傍
書
の
あ
る
も
同
意
か
(
東
大
史
料
編
纂

所
の
紙
焼
写
真
に
よ
る
)
。
『
百
錬
抄
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
翻
刻
。

(9)
田
嶋
一
夫
・
小
峯
和
明
氏
「
早
大
図
書
館
蔵
教
林
文
庫
本
翻
刻
i
山
王
関

係
資
料
二
種
l
」
(
『
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
研
究
報
告
』
八
、
昭
和
六
十
二

年
三
月
)
。
そ
の
後
、
岡
本
を
底
本
に
、
叡
山
文
庫
蔵
無
動
寺
蔵
延
宝
九
年
本
、

同
文
庫
蔵
双
厳
院
蔵
宝
永
二
年
写
本
に
よ
り
校
合
し
た
『
続
天
台
宗
全
書
神

道
1

山
王
神
道
I
』
(
平
成
十

一
年
七
月
)
が
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
後
掲
の

本
文
は
前
者
の
翻
刻
に
よ
り
、
必
要
な
場
合
、
後
者
に
よ
り
他
本
の
異
同
を
記

し
た
。
ま
た
私
に
よ
り
読
点
を
補
ひ
、
〈
〉
に
私
見
を
傍
記
し
た
。

(
叩
)
『
百
錬
抄
』
三
月
二
十
八
日
条
・
『
玉
葉
』
四
月
二
日
条
。

(
日
)
『
玉
葉
』
・
『
百
錬
抄
』
・
『
愚
昧
記
』
・
『
続
左
丞
抄
』
に
は
二
十
日
と
す
る
。

(
ロ
)
『
愚
昧
記
』
は
東
大
史
料
編
所
本
の
自
筆
本
に
よ
り
、
陽
明
文
庫
本
(
陽
明

叢
書
「
平
記
・
大
府
記
・
永
田
閏
記
・
愚
昧
記
』
の
影
印
)
・
京
都
大
学
総
合
博

物
館
蔵
勧
修
寺
本
を
参
照
し
た
。

(
日
)
『愚
昧
記
』
四
月
十
三
日
条
の
展
開
と
も
異
な
る
。

(
日
)
『
百
錬
抄
』
・
『
続
左
丞
記
」
に
死
者
の
記
事
あ
り
。
『
愚
昧
記
』
十
三
日
条
に

は
「
大
衆
両
三
蒙
庇
、
宮
司
法
師
一
人
忽
死
去
、
宮
司
俗
官
一
人
同
蒙
抗
、
神

人
昇
神
輿
之
輩
又
如
此
」
と
あ
る
。

(
日
)
図
書
寮
叢
刊
「
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
諸
寺
縁
起
集
』
の
翻
刻
に
よ
る
。

〈〉
は
続
群
書
類
従
本
。
藤
原
公
重
は
大
治
五
年
正
月
に
紀
伊
国
司
補
任
(
『
中

右
記
』
同
二
十
八
日
条
)
。
猶
、
「
御
池
坊
文
書
』
「
関
東
下
知
状
案
」
(
元
久
二

年
五
月
、
『
鎌
倉
遺
文
』

一
五
四
人
)
参
照
。
以
下
『
鎌
遣
』
と
略
。

(
国
)
後
出
本
で
は
寺
焼
打
の
際
、
「
ふ
せ
く
所
の
大
衆
三
百
余
人
打
殺
さ
る
」

(
奥
村
本
)
と
目
代
側
の
暴
虐
を
強
調
す
る
。

のF
令
uρ

内
，

(
げ
)
汲
古
書
院
刊
の
影
印
に
よ
る
。
平
松
本
は
「
字
河
」
の
訓
。
岡
本
は
清
文

堂
の
影
印
に
よ
る
。

(国
)
奥
村
本
(
大
学
堂
書
庖
刊
「
八
坂
本
平
家
物
語
』
)
に
よ
る
。
調
査
が
及
ん

だ
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
(
同
館
の
網
頁
に
公
開
)
・
内
閣
文
庫
蔵
秘
閤
粘

葉
本
(
紙
焼
写
真
)
・
城
方
本
(
国
民
文
庫
本
の
翻
刻
)
・
田
中
本
(
史
料
編
纂

伊
(朱
)

所
の
紙
焼
写
真
)
も
向
。
彰
考
館
本

「愈
善
寺
」
(
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙

焼
写
真
)
。

(
悶
)
古
活
字
本
(
勉
誠
社
の
影
印
)
に
よ
る
。
蓬
左
本
は
汲
古
書
院
の
影
印
。

松
井
本
は
雄
松
堂
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

(
却
)
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
の
翻
刻
に
よ
る
。
白
山
本
宮
・
中
宮
の
関

係
に
つ
い
て
は
黒
田
俊
雄
氏

『黒
田
俊
雄
著
作
集
第
三
巻
顕
密
仏
教
と
寺

社
勢
力
』

E
「
白
山
信
仰
の
構
造

l
中
世
加
賀
馬
場
に
つ
い
て
1
」
(
平
成
八

年
二
月
、
初
出
昭
和
五
十
八
年
)
参
照
。

(
幻
)
(
却
)
の
「
寺
社
縁
起
』
の
「
温
泉
寺
」
注
。

(
辺
)
福
武
書
庖
の
翻
刻
に
よ
る
。
次
の
『
源
平
闘
静
録
』
は
汲
古
書
院
の
内
閣

文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
〔
古
代
・
中
世
〕
編
の
影
印
、
四
部
合
戦
状
本
は
汲
古
書

院
の
影
印
に
よ
る
。

(
お
)
臨
川
書
屈
の
影
印
に
よ
る
。
次
の
城
一
本
は
囲
皐
院
大
学
図
書
館
の
網
頁

に
よ
る
。

(
但
)
御
橋
恵
言
氏

『平
家
物
語
証
注
』
上
(
平
成
十

一
年
十
月
)

(
お
)
久
保
勇
氏
「
平
家
物
語
大
辞
典
」
「
鵜
河
」
(
平
成
二
十
二
年
十
一
月
)
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(
お
)
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。
紙
焼
写
真
に
よ
る
。
如
白
本
・
康
豊
本
・
中
京
大

本
・
南
部
本
(
以
上
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
写
真
に
よ
る
)
向
。

(
訂
)
但
し
大
前
神
社
本
に
は
「
国
府
ノ
辺
温
川
ト
云
山
寺
ア
リ
」
、
後
に
は
「
温

河
へ
押
寄
テ
」
(
お
う
ふ
う
の
影
印
)
と
あ
る
。

(
お
)
「
金
沢
文
庫
文
書
』
「
加
賀
入
院
衆
徒
等
申
状
案
」
(
元
徳
二
年
間
六
月
、
「
鎌

遺
』
一
二
一
一
一
一
一
一
)
に
「
湧
泉
寺
」
と
あ
る
。

(
却
)
奥
書
よ
り
弘
安
二
年
以
前
成
立
の
『
温
泉
山
住
僧
薬
能
記
』
に
も
「
且
は

出
温
を
守
」
と
あ
る
(
前
掲
『
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
諸
寺
縁
起
集
』
の
翻

刻
に
よ
る
)
。

(
却
)
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
之
三
」
ム
ハ
O
八

(
担
)
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
之
一
一
一
』
六
一

O

(
泣
)
「
鎌
遺
』
ニ
四
四
二
六

(
お
)
『
百
巻
本
東
大
寺
文
書
』
「
伊
賀
国
留
守
所
下
文
案
」
(
建
保
四
年
六
月
、
『
鎌

遺
』
一
一
一
一
四
一
)
。
普
通
名
詞
で
も
「
一
、
温
屋
五
間
一
面
、
(
中
略
)
温
船
朽

損
」
(
『
東
大
寺
文
堂
百
」
「
観
世
音
寺
堂
舎
損
色
注
文
」
、
久
安
四
年
間
六
月
、
『
平

安
遺
文
」
二
六
四
九
)
と
あ
る
。
以
下
『
平
遺
』
と
略
。

(
担
)
「
東
南
院
文
堂
旦
「
官
宣
旨
」
(
長
寛
二
年
七
月
、
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺

文
書
之
一
二
』
六
五
九
)

(
お
)
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
伊
佐
早
謙
所
蔵
安
田
文
書
』
「
大
見
資
家
和
与
状
案
」

(
延
慶
三
年
六
月
、
同
所
の
網
頁
に
翻
刻
が
公
開
)
・
『
安
田
文
書
』
「
大
見
資
家

譲
状
」
(
正
中
二
年
二
月
、
『
鎌
遺
」
二
八
九
九
五
)

(
部
)
『
安
田
文
書
』
「
大
見
行
定
譲
状
」
(
弘
安
六
年
四
月
、
『
鎌
遺
」

一
四
八
三
六
)
・
『
同
』
「
大
見
頼
資
大
開
帳
」
(
乾
元
二
年
六
月
、
『
鎌
遺
』

二
一
五
六
一
一
)

(
訂
)
『
鎌
遺
』
一
一
一
一
一
一
一
一
六
O

(
お
)
『
色
葉
字
類
抄
」
は
、
中
田
祝
夫
氏
・
峯
岸
明
氏
編
『
色
葉
字
類
抄
研
究

並
び
に
索
引
編
」
に
よ
る
。
「
伊
日
波
字
類
抄
』
は
雄
松
堂
の
複
製
に
よ
る
。

(
却
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
。
吉
田
本
(
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
古
代
史
籍
続

集
』
)
・
中
院
本
(
燃
焼
杜
の
影
印
)
・
土
御
門
本
(
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書
の
影
印
)
を
参
照
し
た
。

(
羽
)
『
伊
日
波
字
類
抄
』
所
引
の
有
馬
の
「
温
泉
三
和
社
」
に
、
「
旧
記
云
、
大

神
湯
泉
鹿
舌
三
像
大
明
神
」
と
あ
る
。

(4)
「
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
第
一
本
』
五
四
一
頁
(
平
成
十
七
年
十
月
)
。

(
位
)
美
濃
部
氏
論
で
は
神
輿
数
を
七
基
と
し
て
史
実
と
一
致
す
る
と
す
る
が
、

誤
解
が
あ
ら
、
っ
。

(
必
)
「
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
評
釈
(
二
)
』
(
『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
』

二
十
一
ノ
一
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
)

(
叫
)
『
盛
衰
記
』
・
長
門
本
は
波
線
な
し
。
延
慶
本
は
「
叡
山
衆
徒
、
日
吉
社
捧

神
輿
一
ヲ
」
と
す
る
。

(
指
)
富
倉
穂
次
郎
氏
『
平
家
物
語
全
注
釈
上
」
「
御
輿
振
」
o

以
下
冨
倉
論
と
略
。

(
羽
)
鈴
木
彰
氏
『
平
家
物
語
の
展
開
と
中
世
社
会
』
第
二
部
第
三
編
第
一
章

「
「
御
輿
振
」
の
変
容
と
そ
の
背
景
」
平
成
十
八
年
二
月
、
初
出
同
九
年
六
月
)

(
釘
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

(
必
)
増
補
続
史
料
大
成
「
八
坂
神
社
記
録
一
二
』
に
よ
る
。

(
却
)
小
峯
和
明
氏
「
早
大
図
書
館
蔵
教
林
文
庫
本
翻
刻
(
五

)
l山
王
関
係
資
料

二
種
|
」
(
「
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
研
究
報
告
』
十
一
、
平
成
二
年
三
月
)

0

『
日
吉
山
王
権
現
知
新
記
』
巻
中
所
収
本
も
参
照
(
『
神
道
大
系
神
社
編

士
口
』

)

0
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(
印
)
書
陵
部
蔵
。
紙
焼
写
真
に
よ
る
。

(
日
)
渋
谷
慈
鎧
氏
「
校
訂
天
台
座
主
記
』
の
翻
刻
に
よ
る
。

(
臼
)
史
料
纂
集
『
公
衡
公
記
」

二
所
収
。

(
臼
)
牧
野
和
夫
氏
『
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
の
説
話
と
学
問
」
「
成
蟹
堂
文
庫
蔵

「
年
号
次
第
』
一
冊
と
そ
の
周
辺
!
「
平
家
物
語
」
生
成
の
一
一
駒
|
」
(
平
成

十
七
年
一
月
、
初
出
平
成
十
一
年
十
月
)
の
翻
刻
に
よ
る
。

(
日
)
応
安
二
年
四
月
の
強
訴
の
後
、

「
後
深
心
院
関
白
記
』
七
月
二
十

一
日
条
の

『
後
愚
昧
記
』
二
十
七
日
条
・
「
祇
聞
社
記
』
十
所
収
の
「
武
家
申
調
」
・
「
後
光

厳
天
皇
論
旨
」
で
は
日
吉
七
社
入
浩
と
あ
り
、
一
部
の
入
洛
を
も
全
称
し
た
可

能
性
も
あ
る
か
。

(
日
)
『
盛
衰
記
」
四

「
山
王
垂
誠
一
」
で
、
保
安
四
、
保
延
四
、
久
安
三
、
永
暦
元
、

嘉
応
元
に
続
き
安
元
三
で
入
洛
六
度
目
と
す
る
。「
帝
王
編
年
記
」
の
認
定
に

同
じ
。

(
日
)
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
勧
修
寺
本
に
よ
る
。
『
一
代
要
記
』
は
破
損
の
為
、

日
吉
の
八
・
客
・
十
の
三
社
の
み
し
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
(
東
山
御
文
庫
本

の
紙
焼
写
真
に
よ
る
)
。

(貯
)
拙
稿
「
「
平
家
物
語
』
「
堂
衆
合
戦
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『
国
語
国
文
」

六
十
五
ノ
四
、
平
成
八
年
四
月
)

(
問
)
『
鎌
倉
遺
文
』
を
見
る
限
り
、
こ
の
用
法
は
鎌
倉
後
期
に
は
使
用
の
例
が
少

な
い
。
ま
た
前
期
で
も
、

嚢
祖
茂
生
者
天
慶
六
年
拝
任
、
天
徳
口
年
還
任
、
前
後
相
弁
十
二
年

也

(「兼
仲
記
』
紙
背
文
書
「
某
申
状
」
、
建
治
三
年
八
月
、
『
鎌
遣
』

一二
八
四
O
)

ま
た
、

就
此
新
制
、
頻
企
参
龍
、
前
後
相
弁
百
五
十
余
度
也
(
『
新
熊
野
神
社
文
書
』

「
院
庁
定
文
案
」
、
建
久
三
年
正
月
、
『
鎌
遺
』
五
七
九
)

ま
た
、地

頭
名
田
荒
廃
事
、
承
久
以
前
廿
余
年
、
同
巳
後
十
八
年
、
相
井
四
十
余
年

之
由
、
地
頭
申
之
(
『
東
文
書
』
「
六
波
羅
下
知
状
」
嘉
禎
四
年
十
月
、

『鎌

遺
』
五
三
一
五
)

土
品
れ
~
、

曾
祖
、
水
万
元
年
任
顕
職
、
拝
超
廿
九
年
之
問
、
以
往
之
文
書
多
以
勘
置
之
上
、

祖
父
相
続
官
務
廿
五
年
、
故
大
夫
史
勘
務
九
年
、
愚
老
居
職
己
以
廿
二
年、

四
代
年
記
相
井
八
十
余
年
(
「
壬
生
家
文
書
」
「
小
槻
有
家
起
詰
案
」
文
永
十

年
七
月
、
『
鎌
遺
』

一一

一二
六
九
)

と
あ
る
様
に
「
相
井
」
と
し
て
、
併
置
の
使
用
法
と
区
別
す
る
傾
向
が
あ
る
。

(
印
)
(
貯
)
の
拙
稿
以
外
に
、

「
『平
家
物
語
』
「
頼
朝
義
仲
不
和
」
の
成
立
に
つ
い

て」

(『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
二
十
五
、

平
成
十
年
三
月
)
・
「
矢
田
判
官
代
在
名
・
大
夫
房
覚
明
前
歴
」
(
『
米
沢
史
学
』

十
七
、
平
成
十
三
年
十
月
)
に
両
者
の
共
通
本
文
に
つ
い
て
論
じ
た
。

(
印
)
早
川
厚

一
氏
・
佐
伯
真
一
氏
・
生
形
貴
重
氏
「
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語

評
釈
(
三
)
」
(
『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
人
文
・
自
然
科
学
篇
」
二
十
一
ノ

二
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
)

(
飢
)
『
天
台
座
主
記
』
「
八
十
一
世
尊
覚
」
正
嘉
二
年
二
月
十
六
日
条
、
「
八
十
二

世
尊
助
」
正
元
二
年
正
月
四
日
、
「
八
十
六
世
慈
禅
」
文
永
六
年
正
月
二
日
条

に
も
見
え
る
。

(
位
)
菅
原
信
海
氏
『
山
王
神
道
の
研
究
』
第
四
章
「
山
王
七
社
の
形
成
」

(
平
成

四
年
二
月
)

p
b
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(
臼
)
時
枝
誠
記
氏
「
「
平
家
物
語
は
い
か
に
読
む
べ
き
か
」
に
対
す
る
一
試
論
」

(
「
国
語
と
国
文
学
』
三
十
五
ノ
七
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
)
・
梶
原
氏
論
。

〈
平
安
鎌
倉
南
北
朝
期
日
吉
神
輿
参
洛
表
〉

⑬⑪⑮十⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨③⑦⑥⑤④③②①|年
同同応ニ延同弘同文正正文建 建安嘉永保保|月
七二安 慶六安六永元嘉暦保 久 元 応 暦 延 安

j 元 二・元・元二二二六二 三元 元四 四
六四・ -正・正

八七 五 三正四七九四四十十四七

同同同問同同同同同同宇同同向日 1:1;'

三三三三三三三三三三 主 〈 三 七 吉 | 山
基基基基基基基基基基 文 三 基 社 七 | 門

.参基 ・社|舌
祇 祇 祇 祇 祇 祇祇 11〉祇祇|長

北 京 北 北 北 北北祇京北|止

京 京京 京京北

赤 京

ナ
シ

ナ
ン

ナ
、
ン

『
天
台
座
主
記
』

向
上

人
客
十
・
祇
・
北
・
京

八
客
十
・
祇
・
北
・
京

八
客
十
・
祇
・
北
・
京

(
同
上
)

八
客
十
・
祇
・
京

八
客
十
・
祇
三
己
・
北
・
京

八
客
十

八
客
十
・
祇
・
北

八
客
十
・
祇
・
北
(
二
)

八
客
十
・
祇
・
北
・
京
・
赤

八
客
十
・
北
(
二
)
・
赤

八
聖
十

八
三
十
二
・
祇
・
京

七
社
・
祇
・
北
・
京
・
赤
・
五

条
天
神

八
客
十
・
祇
・
北
・
赤

大
二
三
聖
・
祇
(
三
)

日
吉
七
基
・
赤

『
一
代
要
記
』

向
上

向
上

八
客
・
祇
・
京

同
上

(
向
上
)

八
客
十
・
祇
・
北
・
京

八
客
十
・
祇
・
北
・
京

同
上

八
客
十

八
客
十
・
波
利
女
・
北
・
京

八
客
十
・
祇
会
己
・
北
(
二
)
・
京
・
赤

八
客
十
・
祇
・
北
(
二
)
・
赤

八
三
十
・
赤

二
社
・
祇
・
京
・
赤

ナ
ン

ナ
シ

ナ
シ

ナ
ン

『
祇
園
社
記
』

向
上

ナ
ン

ムア、ン
ナ
シ

(
同
上
)

ナ
シ

八
客
十
・
祇
(
二
己
・
北
・
京

向
上

向
上

八
客
十
・
祇
(
三
)
・
北

八
客
十
・
祇

2
3
・
北
(
二
)
・
京
・
赤

日
士
口
三
基
・
北
・
赤

ナ
シ

八
客
十
・
祇
・
赤
〈
五
社
〉

七
社
・
祇
会
己
・
赤

八
客
十
・
祇
・
京
・
赤

大
二
三
聖
・
祇
つ
乙
〈
六
杜
〉

日
吉
七
社
・
祇
・
京
・
赤

ヴ

iq
u
 



第48号山形県立米沢女子短期大学紀要

そ
の
他
の
記
録

①
『
皇
代
暦
』
十
八
日
条
「
日
吉
七
社
」、

『公
衡
公
記
』
「
七
社
神
輿
入
洛
」、

『延
暦
寺
護
因
縁
起
』
「
七
社
」
(
続
群
書
類
従
)

④
『
愚
昧
記
」
二
十
四
日
条
「
〈
日
古
来
詳
〉
祇
・
北
」
(
大
日
本
古
記
録
)
、
「
兵
範
記
」

二
十
三
日
条
「
八
客
十
、
祇
会
己
・
北

C

C
、
〈
八
基
〉
」

@
「
牒
状
類
集
』
「
延
暦
寺
衆
徒
申
状
」
「
八
客
十
・
祇
・
京
・
北
」
(
「
鎌
遺
」
二
二
四
八
三
)
、
「
百
錬
抄
』
二
十
六
日
条
「
日
吉
・
祇
・
北
」

⑦
『
公
衡
公
記
』
「
三
社
神
輿
入
洛
」
、
『
百
錬
抄
」
・
「
帝
王
編
年
記
」
二
十
日
条
「
人
客
十
・
祇

(一二)
・
京
・
北
つ
乙
」
、
「
仁
和
寺
日
次
記
』
二
十

一
日
条
「
八
客
十
・

祇
(
三
)
・
北
」
(
続
群
書
類
従
)

③
『
百
錬
抄
』

二
十
三
日
条
「
日
吉
〈
八
以
外
未
詳
〉」、

『公
衡
公
記
』
「三
社
神
輿
入
洛
」
、
「
帝
王
編
年
記
』
二
十
三
日
条
「
八
三
十
」、

『東
鏡
』
七
月
二
十
九
日
条

「
八
客
十
」
(
新
訂
増
補
国
史
大
系
)

@
「
百
錬
抄
』
十
七
日
条
「
八
客
十
」
、
『
公
衡
公
記
』

「
三
社
神
輿
入
洛
」
、

『帝
王
編
年
記
」
十
七
日
条
「
八
客
十
」
、

『東
鏡
」
二
十
一
日
条
「
日
吉
三
基
」
、
「
類
緊
大

補
任
』
「
振
捨
三
社
神
輿
於
三
条
内
裏
」
(
群
書
類
従
)

⑮
『
深
心
院
関
日
記
』
六
日
条

「
日
吉
三
基
・祇

(
二
)
・北

(
二
)
」
(
大
日
本
古
記
録
)
、
『
公
衡
公
記
』

「
三
社
神
輿
入
洛
」
、
宮
市
王
編
年
記
』
六
日
条

「八
客
十
・
祇
・

北
・
京
」
、

『東
鏡
』
十
日
条
「
日
吉
三
基
・
祇
(
一二)
・北

C

C
・
京
〈
己
上
九
基
〉
」、

『皇
代
暦
』
六
日
条
「
日
吉
三
輿
」
、
・
参
考

『続
史
愚
抄
』
六
日
条
「
八
客
・

北

(二
)
・
京
【
一
代
要
記
・
座
主
記
・
歴
代
最
要
・
東
鑑
・
皇
年
代
私
記
・
歴
代
編
年
・
武
家
年
代
記
・
座
主
秘
記
】
」

⑪
「
新
抄
』

二
十
五
日
条
「
大
客
十
・
祇
・
北
・
京
」
(
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
続
編
こ
、
『
民
経
記
」

二
十
六
日
条
「
八
客
十
・
祇
(
三
)
・
北
(
二
)
・
京
・
赤
、

〈都

合
十
基
〉」
(
大
日
本
古
記
録
)
、
『
公
衡
公
記
』

「三
社
神
輿
入
洛
」、

「帝
王
編
年
記
』
二
十
五
日
条
「
八
客
十
・
祇
・
北
・
赤
」、
『皇
代
暦
』
二
十
六
日
条

「〈
山
門
八

王
子
等
〉
・
祇
・
北
・
京
・
赤
〈
以
上
十
基
〉」、

『
武
家
年
代
記
裏
金
田
』

二
十
五
日
条
「
日
吉
〈
二
社
〉
」
(
増
補
続
史
料
大
成
)
、
・
参
考

『続
史
愚
抄
」
二
十
五
日
条

「
山
徒
振
奔
日
吉
神
輿
〔
八
王
子
・
十
禅
師
・
客
人
〕
三
基
、
祇
園
三
基
、
北
野
二
基
、
赤
山
・
京
極
寺
二
基
等
〔
己
上
十
基
、
或
作
八
基
〕
(
中
略
)
【
一
代
要
記
・
歴

代
最
要
・
歴
代
編
年
・
武
家
年
代
記
・
座
主
秘
記
}
」

⑫
「
公
衡
公
記
』

「一一一社
神
輿
入
洛
」
、
『
帝
王
編
年
記
』
十
九
日
条
「
八
客
十
・
北
・
赤
」
、
・
参
考
『
統
史
愚
抄
』
十
日
条

「八
客
十
・

北

(
二
)
・
赤
【
管
見
記
正
和

四
回
廿
五
・
武
家
年
代
記
・

一
代
要
記
・
歴
代
編
年
・
座
主
秘
記
】
」

⑬
『
勘
仲
記
』
十
二
日
条
「
祇
・
北
両
社
神
輿
無
出
御
」
(
史
料
纂
集
)、
『
公
衡
公
記
」

「三
社
神
輿
入
洛
」
、
「
皇
代
暦
』
十
二
日
条
「
日
吉
神
輿
」
、

『帝
王
編
年
記
」
十
二

日
条
「
八
客
十
」
、
「
武
家
年
代
記
裏
書
』
十
二
日
条
「
日
吉
一
一
一
社
」
、
・
参
考
「
続
史
愚
抄
」
十
二
日
条
「
山
門
僧
徒
振
棄
日
吉
神
輿
〔
八
王
子
・
三
宮
・
十
禅
師
・
赤

山
〕
四
基
【
管
見
記
正
和
四
四
廿
五
・
兼
仲
卿
記
・
歴
代
最
要
・
武
家
年
代
記
・
歴
代
編
年
・
一
代
要
記
・
皇
年
私
記
・
如
是
院
年
代
]
」

⑭
『
実
朗
卿
記
』
六
日
条

「本
社
四
体

・
祇
・

京
」
(
大
日
本
古
記
録
)
、
「
勘
仲
記
』
六
日
条

「八
客
十

・
祇
・

京
・
赤
」
(
増
補
史
料
大
成
)
、
「
公
衡
公
記
」

「三
社
入

oo 
qa 
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洛
」
、
「
帝
王
編
年
記
』
九
日
条
「
八
客
十
・
祇
・
京
」
、
『
武
家
年
代
記
裏
書
」
六
日
条
「
八
客
十
・
祇
・
赤
〈
己
上
五
社
〉
」
、
『
皇
代
暦
」
六
日
条
「
日
吉
三
基
・
祇
・

京
・
赤
」
、
『
園
太
暦
』
観
応
元
年
十
二
月
二
十
四
日
条
「
日
吉
三
基
」
(
史
料
纂
集
)
、

「社
家
条
々
記
録
」
六
日
条
「
人
客
十

・
祇
(
一

)
・
赤
、
〈
以
上
五
社
〉
」
(
増
補

続
史
料
大
成

『八
坂
神
社
記
録
』

一
一)、

-
参
考

『続
史
愚
抄
』
六
日
条
「
延
暦
寺
僧
徒
依
訴
奉
日
吉
神
輿
六
基
〔
十
禅
師
・
八
王
子
・
客
人
・
祇
園
・
京
極
寺
・
赤

山
等
〕
入
洛
【
兼
仲
卿
記
・
管
見
記
正
和
田
四
廿
五
・
糟
粕
記
・
周
太
暦
観
応
元
年
十
二
廿
四
・
増
鏡
・
歴
代
最
要
・
歴
代
編
年
・
一
代
要
記
・
皇
年
代
私
記
・
武
家

年
代
記
・
実
弟
卿
記
・
如
是
院
年
代
】
」

⑮

『武
家
年
代
記
裏
書
』
七
月
二
十
九
日
条
コ
ニ
杜
」
、
「
八
客
十
・
赤
〈
以
上
四
社
〉
」
、
『
皇
代
暦
」
七
月
二
十
八
日
条
「
三
基
(
八
客
・赤
)
」
、
十
二
月
九
日
条
「
日
吉

神
輿
入
洛
」
、
『
社
家
条
々
記
録
』
七
月
二
十
八
日
条
「
八
客
十
・
赤
」
、
十
二
月
五
日
条
「
大
聖
二
三
・
祇

(三
)
」
、
『
東
寺
王
代
記
』
七
月
二
十
八
日
条
「
八
客
十
・

赤
」
・
十
二
月
五
日
条
「
不
残
四
社
」
(
続
群
書
類
従
)
、
「
日
吉
社
井
叡
山
行
幸
記
』
「
七
社

・
祇
・
北
・

京

・
赤
・

五
条
天
神
」
(『室
町
ご
こ
ろ
』
)
、
-
参
考
『
続
史

愚
抄
』
七
月
二
十
八
日
条
「
日
吉
神
輿
三
基
〔
八
王
子
・
客
人
・
赤
山
〕
入
洛
{
歴
代
最
要
・
或
記
・
王
代
年
代
記
・
皇
年
代
私
記
・
武
家
年
代
記
】
」
・
十
二
月
五
日

条
「
延
暦
寺
僧
徒
奉
日
吉
七
社
神
輿
入
洛

【
歴
代
最
要
・
長
者
補
任

・
東
宝
記

・
皇
年
私
記
】」

⑮

『後
深
心
院
関
白
記
』
二
十
九
日
条

「八
客
十
・
赤
・
北
・
祇
」
(
大
日
本
古
記
録
)、
『師
守
記
』
応
安
七
年
六
月
二
十
日
条
「
八
客
十
・
赤
・
京
」
(
史
料
纂
集
)
、
『
皇

代
暦
』

二
十
九
日
条
「
日
吉
三
基
」
、
尊
経
閤
蔵
「
山
門
敗
訴
記
』
二
十
九
日
条
「
八
客
十
・
赤
・
祇
・
北
(
二
)
」
(
『
大
日
本
史
料
」
)
、
「
日
吉
神
輿
御
入
洛
見
聞
略

記
』
二
十
八
日
条
「
八
客
十
・
祇
・
北
・
赤
」
(
群
書
類
従
)
、
「
皇
代
記
」
「
首
書
」
二
十
八
日
条
「
八
客
十
・
赤
」
(
群
書
類
従

)0.参
考
『
続
史
愚
抄
』
二
十
九
日

各

-
基

歎

条
「
日
吉
神
輿
三
基
(
八
王
子

・
十
禅
師
・
客
人
〕
及
赤
山
京
極
寺
神
輿

一
基
〔
己
上
回
基
〕
入
京

【歴
代
最
要

・皇
年
私
記
・
師
夏
記
応
安
七
六
二
十
・
後
愚
昧
記

・

神
輿
入
洛
記
}
」
。

『大
日
本
史
料
』
六
之
三
十
参
照
。

⑪
『
後
愚
昧
記
」
二
十
日
条
「
四
基
〈
一
基
は
二
一
〉
」
(
大
日
本
古
記
録
)
、
「
日
吉
神
輿
御
入
洛
見
聞
略
記
」

二
十
日
条
「
大
二
三
聖
」
、
「
皇
代
暦
』
二
十
四
日
条
「
又
入
洛

四
基
」
、
吋
花
営
三
代
記
』
二
十
日
条
「
大
二
三
聖
」
(
群
書
類
従
)
、
「
皇
代
記
』
「
首
書
」
二
十
日
条
「
大
二
三
聖
」
、
『
師
守
記
』
応
安
七
年
六
月
二
十
日
条
「
大
一
一
一
一
一

聖」

・
参
考

『続
史
愚
抄
』

二
十
日
条
「
日
吉
神
輿
〔
大
宮
・
二
宮
・
一
一
一宮

・
聖
真
子
〕
四
基
重
入
洛
(
中
略
)
及
祇
園
大
宮
少
将
井
等
神
輿
三
基

【道
嗣
公
記

・
後

愚
昧
記
・
神
輿
入
洛
記
・
皇
年
私
記
・
歴
代
最
要

・
武
家
日
記
・
師
夏
記
応
安
七
六
二
十
・
南
方
紀
伝

・
王
代
年
代
記

・
或
記

・
武
家
年
代
記
・
如
是
院
年
代
】」
。『
大

日
本
史
料
」
六
之
三
十
参
照
。

⑬
「
後
深
心
院
関
白
記
」
二
十
日
条
「
前
後
神
輿
八
基
」
、

「
後
愚
昧
記
」
二
十
日
条

「
〈
七
基
〉
」
、
『
師
守
記
」
二
十
日
条
「
日
吉
七
基
・
祇
・
北
・
京
・
赤
」
、

「日
吉
神

輿
御
入
洛
見
聞
略
記
』

二
十
日
条

「日
吉
七
基
、
赤
」
、
・
参
考
「
続
史
愚
抄
』

二
十
日
条

「日
吉
神
輿
(
中
略
)
七
基
、
及
赤
山
・
北
野
神
輿

(中
略
)
祇
・
京

【師

夏
記
・
後
愚
昧
記
・
神
輿
入
洛
記
・
道
嗣
公
記
・
歴
代
最
要
】」
。『
大
日
本
史
料
』
六
之
四
十
一
参
照
。
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(
凡
例
)

一
、
日
吉
七
社
は
・
で
区
別
せ
ず
列
挙
し
た
。
略
称
は
、
八
日
八
王
子
、
客
H
客
人
、
十
H
十
禅
師
、
三

1
一一宮、

称
は
、
祇
H
祇
園
、
北
H
北
野
、
京
H
京
極
寺
、
赤
H
赤
山

一
、
(
)
の
数
字
は
末
社
の
神
輿
数
を
示
す
。
〈
〉

は
そ
の
他
の
必
要
な
注
記。

【
】
は
『
続
史
愚
抄
』
が
挙
げ
る
典
拠
。

一
、
神
輿
の
本
文
・
掲
載
順
は
必
ず
し
も
引
用
本
文
に
従
は
ず
、
改
め
て
ゐ
る
。
ナ
シ
は
神
輿
の
種
類
・
数
及
び
入
洛
の
記
事
自
体
の
な
い
事
を
示
す
。

て

『
祇
園
社
記
」
⑭

・
⑮
は
『
祇
園
社
記
』
「
祇
園
杜
御
霊
会
式
日
延
引
例
」
に
、
⑮
は

「
祇
園
社
記
』
十
所
収

「続
正
法
論
』

二
十
九
・
三
十
日
条
、
⑫
は

記
』
六
・
十
に
よ
る
が
、
京
・
赤
も
振
り
祇
園
社
に
入
る
と
あ
る
。
⑬
は
「
祇
園
社
記
」
六
に
よ
る
。

一、

『天
台
座
主
記
』
⑭
1
⑬
は
首
拐
厳
院
本
に
よ
る
。

て

『
公
衡
公
記
』
は
本
文
に
引
用
し
た

「日士
口神
輿
造
替
例
勘
文
」
に
よ
る
。

聖
H
聖
真
子
、
二
H

二
宮
、
大
H
大
宮
。
末
社
の
略

『
祇
園
社
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